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文学研究科における 3 つの方針

文学研究科の卒業の認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）、
教育課程の編成および実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）、
入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）は、
以下のWeb サイトに掲載しています。

https://www.gsl.keio.ac.jp/

文学研究科役職者

研 究 科 委 員 長　：　原　田　範　行
研究科委員長補佐　：　川　島　建太郎
学 習 指 導　：　上　枝　美　典

〃 　：　中　島　圭　一
〃 　：　岑　村　　　傑
〃 　：　岸　田　和　明

　本書は、慶應義塾大学大学院文学研究科における一般的な留意事項や履修、授業、

修了等に関する案内をまとめたものです。本書をよく読み、学位取得までの学習計画

に役立ててください。

　学生諸君に向けた案内や通知、注意事項、その他の最新情報は、塾生サイト（文学 

研究科ページ）等の Web ページに掲載しますので、これらの情報を常に確認して 

ください。

　本書や塾生サイト等の情報の確認を怠ったために生じた問題、ならびに住所変更 

手続を行わなかったために大学からの郵便物が届かない等の不利益は自己責任です。

大学側は一切責任を負いませんので注意してください。
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主な事務室と事務取扱時間

窓口
番号 事 務 室 主な業務 事務取扱時間 場　　所

学
　
　
　
生
　
　
　
部

① 総務･総合窓口グループ 諸届・申請 ･遺失物取扱

平日 8：45～16：45 ※

南校舎地下 1階
＊�学事グループ法務研
究科担当窓口は南館
1階

⑤
～
⑩

学事グループ 履修 ･授業 ･成績 ･教室貸出 ･
大学院入試

③ 学生生活支援グループ
学生生活

学生相談 平日 9：30～16：30 ※

④ 福利厚生支援グループ 奨学金・学生健保
平日 8：45～16：45 ※

ただし、奨学金申請受付時間は上記
と異なる

⑪ 国際交流支援グループ 留学

平日 8：45～16：45 ※
② 就職・進路・

教職課程支援グループ
就職 ･進路

教職課程 南館地下 1階

保健管理センター 健康診断・ヘルスケア

平日 8：30～17：00 ※
三田診療所の受付時間はWebサイト
（https://www.hcc.keio.ac.jp/）で�
ご確認ください。

北館 1階

三田情報センター（三田KIC）
keio.jp・ネットワーク（Wi-Fi）・
パソコン室・ソフトウェアライセ
ンス・貸出PC

平日 8：45～16：45 ※ 大学院校舎地下 1階

※ 土曜、日曜、授業のない祝日、夏季・冬季三田キャンパス一斉休業期間および 1月 10日（福澤先生誕生記念日）は閉室します。
　・変更等は適時塾生サイトでお知らせします。

振 鈴 表

時　限
三田・日吉 三 田 日 吉

授業期間 定期試験／追加試験（学期前半） 追加試験（学期末） 定期試験・追加試験

第 1時限 9：00～10：30 9：00～10：30 9：00～10：20 9：00～10：00

第 2 時限 10：45～12：15 10：45～12：15 10：30～11：50 10：20～11：20

第 3 時限 13：00～14：30 13：00～14：30 12：30～13：50 12：20～13：20

第 4 時限 14：45～16：15 14：45～16：15 14：00～15：20 13：40～14：40

第 5 時限 16：30～18：00 16：30～18：00 15：30～16：50 15：00～16：00

第 6 時限 　18：10～19：40 ※ 18：10～19：40 17：00～18：20 16：20～17：20

第 7 時限 ─ ─ ─ 17：40～18：40

※ 日吉は第 5時限までです。

学事関連の伝達事項
三田キャンパス設置科目（法務研究科を除く）の時間割変更、休講・補講、緊急通達、各種試験の実施要項、学事日程、
呼出等の各種お知らせはK-Support、塾生サイト等に掲載しますので、必ず確認してください。学生部からの最新情報
もK-Support、塾生サイト等に掲載します。他キャンパス設置科目についての情報は、同様にK-Support、塾生サイト
等およびその科目を設置しているキャンパスの掲示板を確認してください。

校舎と教室番号

第 1 校 舎 大学院校舎 南 校 舎 西 校 舎 南 館

101 ～ 147 313 ～ 375‒B 411 ～ 477
南校舎ホール

501 ～ 545
西校舎ホール 2B11 ～ 2B42

三田キャンパスガイド
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三田キャンパスマップ （2026 年 4 月現在）

そ の 他
（1） PC・プリンタ・ネットワークの利用
　　三田KICのWeb ページで確認してください。
　　https://www.mita.itc.keio.ac.jp/

（2） オンライン授業受講用教室
　　�塾生サイトより確認してください。
　　https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/mita.html

（3） 証明書発行機（第 4 － 7 証明書（成績証明書・学割証等）参照）
　　�証明書発行機は南校舎 1階に設置されています。稼働期間・時間などは、塾生サイトより確認してください。

　　証明書の発行
　　https://www.students.keio.ac.jp/com/procedure/certificate/issue.html

（4） 遺失物
　　届出のあった遺失物は、学生部総合窓口にて保管しています。

　　遺失物・拾得物
　　https://www.students.keio.ac.jp/com/life/lost-found/

（5） 食 堂
　　南校舎に「ザ・カフェテリア」、西校舎に、「山食（やましょく）」と「生協食堂」の 3つの食堂があります。

＊PC 等充電可能エリアは、塾生サイトより確認してください。
　�https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/�
mita.html

女
子
高
等
学
校

南
別
館

三田キャンパス構内マップ

西 校 舎

（Ａ） 中 1 階 山食
地下 1階 生協食堂

1 階 511～ 517
2 階 521～ 526
3 階 531

第 1 校 舎

1階 101～ 112
2階 121～ 124

131～ 1353階
～ 1474階 141（A～ C）

（Ｂ）
2 階 527

地下 3階 学生団体ルーム

3 階 532
4 階 541、542、544、545

3　　階
2　　階
1　　階

地下 1階

大会議室
基金室、塾員センター、社会・地域連携室
北館ホール、保健管理センター
ファカルティクラブ
通信教育部、管財部（工務担当・施設担当）
入学センター

3　　階
2　　階
地下 1階

中文演習室
史学共同研究室
一貫教育支援センター

（Ｃ）

地下 2階 501

1 階 519
2 階 528
3 階 533～ 535

三田文学
体育会事務室
体育会本部 北 館

8階 東館ホール
6階 G-Lab 
4階 人事部  ほか

4階 斯道文庫
2階 福澤諭吉記念慶應義塾史展示館
1階 福澤研究センター、カフェ

西館

北 門

東 門
西
門

研 究 室 棟
生協購買部 東 館

西 校 舎
（Ａ）

塾
監
局

第 1 校 舎

（Ｂ）

（Ｃ）
中

等

部

大学院
校舎 図 書 館

塾 監 局

グローバル本部、財務部
法務部、総務部、広報室ほか

警備室

三田演説館

三田インフォメーションプラザ
正 門

大 学 院 校 舎

8階 　　産業研究所、法学研究所
 　　東アジア研究所
7階 　　374、375（A・B）
 　　メディア・コミュニケーション
 　　研究所、会計研究室
6階 　　大学院生研究室
5階 　　351（A・B）～ 358
4階 　　341（A・B）～ 348
3階 　　333～ 336、調達会計部
2階 　　321～ 325（A・B）
1階　　 313、管財部（防災・防犯担当・管財担当）
地下 1階 三田情報センター（三田KIC）

2階　協生環境推進室
1階　グッズショップ

南　　　館

2階～11階 会議室、研究個室ほか
1階　　　学生部（法務研究科）
   教員室・教室管理室
地下 1階 2 B 11～2 B 15

教職課程センター
地下 2階 2 B 21～2 B 25
地下 3階 2 B 31～2 B 35
   南館図書室
地下 4階 2 B 41、2 B 42
   模擬法廷教室
   ディスタンス
   ラーニング室

1階･2階
地下 1階 西校舎ホール

メディアセンター
図書館研修室  ほか

南　館

交　番

アート・センター
言語文化研究所

南 校 舎

7階 471～477 グループ学習室・テラス
6階 461～467
5階 451～457 南校舎ホール
4階 441～447 ザ・カフェテリア
3階 431～437 社中交歡 萬來舍
2階 421～425、情報センター（KIC）
1階 411～416 学生ラウンジ
  グローバルラウンジ
  証明書自動発行機
地下 1階 学生部、学生相談室

学生部入口（地下 1階）

4階 ミュージアム・コモンズ事務室

南校舎

図
書
館
旧
館

東
別
館

地下 2階 学生団体ルーム

玄
関
ホ
ー
ル

掲

　示

　板

掲
示
板

- 4 -

https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/mita.html
https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/mita.html


【文学研究科ガイダンス日程】　4月 1日（水）三田キャンパス

専攻・分野
学生証配付 ガイダンス

時間 場所 時間 場所
① 下記②、③、④以外の専攻・分野 14：00～15：30 学生部窓口 16：00～

専攻・分野毎にWeb 等に掲載
② 【修士】アート・マネジメント分野 18：15～18：30 南校舎 451 番教室 18：30～
③ 【修士】情報資源管理分野 17：45～18：00 南校舎 452 番教室 18：00～
④ 【博士】図書館・情報学専攻 17：45～18：00 南校舎 452 番教室 18：00～

4月 休校期間  　休　　日 

1─�：2学期制の春・秋学期の回数
①─⑭：4学期制の春学期前半・秋学期前半の回数
❶─⓮：4学期制の春学期後半・秋学期後半の回数

2026年

日 月 火 水 木 金 土
1

入学式
成績証明書発行開始
4年生用卒業見込証明書発行開始

2 3 4

5 � 6 � 7
許可者発表（16：00）
履修確認画面公開①（16：00予定）
履修調整結果反映

1①②� 8
春学期授業開始
春学期前半科目授業開始

1①②� 9 1①②� 10 1①②� 11

12 1①②� 13 1①②� 14 2③④� 15 2③④� 16 2③④� 17 2③④� 18

19 2③④� 20
履修確認画面公開②（16：00予定）

2③④� 21 3⑤⑥� 22 3⑤⑥� 23
開校記念日
（授業を行います）

3⑤⑥� 24 3⑤⑥� 25

26 3⑤⑥� 27 3⑤⑥� 28 4⑦⑧� 29
昭和の日
（授業を行います）

4⑦⑧� 30

中旬　学費に関するご案内

春学期Web履修申告期間（一次）（3日12：30～6日16：00）

春学期Web履修申告期間（二次）（7日16：00～15日10：00）

春学期履修エラー修正期間（21日8：45～22日16：00）

※対象：通年（セット）・春学期・春学期前半科目
春学期履修登録取消期間（29日10：00～30日16：00）

5月 　　　
　　　

日 月 火 水 木 金 土

上旬　定期健康診断
下旬　春学期前半定期試験時間割発表

4⑦⑧� 1 4⑦⑧� 2
履修科目証明書発行開始
（春学期分）

　� 3
憲法記念日

4
みどりの日

5
こどもの日

� 6
振替休日

5⑨⑩� 7 5⑨⑩� 8 5⑨⑩� 9

10 4⑦⑧� 11 4⑦⑧� 12 5⑨⑩� 13 6⑪⑫� 14 6⑪⑫� 15 6⑪⑫� 16

17 5⑨⑩� 18 5⑨⑩� 19 6⑪⑫� 20 7⑬⑭� 21 7⑬⑭� 22 7⑬⑭� 23

24 6⑪⑫� 25 6⑪⑫� 26 7⑬⑭� 27 8❶❷� 28
春学期後半科目授業開始

8❶❷� 29
休学願提出期限（春学期分）

8❶❷� 30
早慶野球戦（予定）

31

6月 ※「試験日」には 4学期制前半科目の試験が行われる場合があります。
※「補講日」には補講の設定がなされた授業のみが行われます。

日 月 火 水 木 金 土
7⑬⑭� 1
春学期前半科目終了

7⑬⑭� 2 8❶❷� 3 � 4
試験日／補講日

� 5
試験日／補講日
健康診断証明書発行開始

9❸❹� 6

7 8❶❷� 8 8❶❷� 9 9❸❹� 10 9❸❹� 11 9❸❹� 12 ⓾❺❻� 13

14 9❸❹� 15 9❸❹� 16 ⓾❺❻� 17 ⓾❺❻� 18 ⓾❺❻� 19 �❼❽� 20

21 ⓾❺❻� 22 ⓾❺❻� 23 �❼❽� 24
春学期前半科目成績発表

�❼❽� 25 �❼❽� 26 �❾❿� 27

28 �❼❽� 29 �❼❽� 30
※対象：春学期後半科目
春学期履修登録取消期間（24日10：00～25日16：00）

第 1 学事関連スケジュール（三田）
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7月 ※「補講日」には補講の設定がなされた授業のみが行われます。

日 月 火 水 木 金 土

上旬　春学期末定期試験時間割発表
上旬　春学期末追加試験申込受付

�❾❿� 1 �❾❿� 2 �❾❿� 3 �⓫⓬� 4

5 �❾❿� 6 �❾❿� 7 �⓫⓬� 8 �⓫⓬� 9 �⓫⓬� 10 �⓭⓮� 11

12 �⓫⓬� 13 �⓫⓬� 14 �⓭⓮� 15 �⓭⓮� 16 �⓭⓮� 17 � 18
補講日

19 �⓭⓮� 20
海の日
（授業を行います）

�⓭⓮� 21
春学期授業終了
春学期後半科目授業終了

22 23 24 25

26 27 28 29 30
夏季休校（～ 9月21日）

31
（春学期）後期博士課程 3年
在学期間延長許可願・単位取得
退学届提出締切（P. 38 参照）

9月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
9 月修了・進級発表※
春学期末学業成績発表

5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18
9 月学位授与式

19

20 21
敬老の日

22
国民の休日

23
秋分の日

24
9 月入学式
成績証明書に春学期科目反映

25 26

27 28 29
許可者発表（16：00）
履修確認画面公開①（16：00予定）
履修調整結果反映

� 30

※対象者には成績表の「判定欄」に「修了・進級」などの判定結果が記載
されます。

8月
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11
山の日

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

休校期間  　休　　日 

春学期末定期試験（22日～29日予定）（この期間に授業は行われません）

秋学期Web履修申告期間（一次）（25日12：30～28日16：00）

秋学期Web履修申告期間（二次）（9月29日16：00～10月8日10：00）

※春学期末定期試験を行う科目のみ対象
春学期末追加試験（6日～7日予定）

三田キャンパス一斉休業（8日～17日）
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10月
日 月 火 水 木 金 土

1①②� 1
秋学期授業開始
秋学期前半科目授業開始

1①②� 2 1①②� 3

4 1①②� 5 1①②� 6 1①②� 7 2③④� 8 2③④� 9 2③④� 10

11 2③④� 12
スポーツの日
（授業を行います）

2③④� 13 2③④� 14
履修確認画面公開②（16：00予定）

3⑤⑥� 15 3⑤⑥� 16 3⑤⑥� 17

18 3⑤⑥� 19 3⑤⑥� 20 3⑤⑥� 21 4⑦⑧� 22 4⑦⑧� 23 4⑦⑧� 24

25
履修科目証明書発行開始
（秋学期分）

4⑦⑧� 26 4⑦⑧� 27 4⑦⑧� 28 5⑨⑩� 29 5⑨⑩� 30 5⑨⑩� 31
早慶野球戦（予定）

12月 　　　

日 月 火 水 木 金 土
8❶❷� 1
修士論文題目提出締切
（P. 36 参照）

8❶❷� 2 8❶❷� 3 9❸❹� 4 9❸❹� 5

6 9❸❹� 7 9❸❹� 8 9❸❹� 9 9❸❹� 10 ⓾❺❻� 11 ⓾❺❻� 12

13 ⓾❺❻� 14
秋学期前半科目成績発表

⓾❺❻� 15 ⓾❺❻� 16 ⓾❺❻� 17 �❼❽� 18 �❼❽� 19

20 �❼❽� 21 �❼❽� 22 �❼❽� 23 �❼❽� 24 ⓬❾❿� 25 ⓬❾❿� 26

27 28 29 30 31

11月 ※「試験日」には 4学期制前半科目の試験が行われる場合があります。
※「補講日」には補講の設定がなされた授業のみが行われます。

日 月 火 水 木 金 土
1 5⑨⑩� 2 5⑨⑩� 3

文化の日
（授業を行います）

5⑨⑩� 4 6⑪⑫� 5 6⑪⑫� 6 6⑪⑫� 7

8 6⑪⑫� 9 6⑪⑫� 10 6⑪⑫� 11 7⑬⑭� 12 7⑬⑭� 13 7⑬⑭� 14

15 7⑬⑭� 16 7⑬⑭� 17
秋学期前半科目授業終了

18
試験日／補講日（午前）

19
三田祭準備

20
三田祭

21
三田祭

三田祭準備

22
三田祭

23
三田祭
勤労感謝の日

24
三田祭片付け
修士論文題目提出開始

7⑬⑭� 25 � 26
試験日／補講日

8❶❷� 27
秋学期後半科目授業開始

8❶❷� 28

29 8❶❷� 30
休学願提出期限（秋学期・
通年分） 上旬　秋学期前半定期試験時間割発表

休校期間  　休　　日 

秋学期Web履修申告期間（二次）（9月29日16：00～10月8日10：00）

秋学期履修エラー修正期間（15日8：45～16日16：00）

※対象：秋学期・秋学期前半科目
秋学期履修登録取消期間（22日10：00～23日16：00）

※対象：秋学期後半科目
秋学期履修登録取消期間（14日10：00～15日16：00）

冬季休校（28日～1月4日）
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
修了発表※
秋学期末学業成績発表

11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21
春分の日

22
振替休日

23
学位授与式

24 25 26 27

28 29 30 31

※成績表の「判定欄」に「修了・進級」などの判定結果が記載されます。

3月

1月 ※�「補講日」には補講の設定がなされた授業のみが行われます。
2027年

日 月 火 水 木 金 土

中旬　秋学期末定期試験時間割発表
中旬　秋学期末追加試験申込受付

1
元日

2

3 � 4 �❾❿� 5 �❾❿� 6 ⓬❾❿� 7 ⓬❾❿� 8
月曜代替講義日

�⓫⓬� 9

10
福澤先生誕生日

11
成人の日

�⓫⓬� 12 �⓫⓬� 13 �⓫⓬� 14 �⓫⓬� 15 �⓭⓮� 16

17 �⓫⓬� 18 �⓭⓮� 19 �⓭⓮� 20 �⓭⓮� 21 �⓭⓮� 22
修士論文提出開始（10：00～）

� 23
補講日

24 �⓭⓮� 25
秋学期授業終了
秋学期後半科目授業終了

26 27 28 29
（秋学期）後期博士課程 3年
在学期間延長許可願・単位取得
退学届提出締切（P. 38 参照）
修士論文提出締切（～13：00 P. 36 参照）

30

31

【補講日／試験日】春学期：6/4（木）、5（金）　秋学期：11/18（水）午前、26（木）
【補講日】春学期：7/18（土）　秋学期：1/23（土）
【休日の授業】�春学期：開校記念日：4/23（木）、昭和の日：4/29（水）、海の日：7/20（月）　秋学期：スポーツの日：10/12（月）、

文化の日：11/3（火）
【別曜日代替日】春学期：なし　秋学期：1/8（金）→月曜代替日

2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
春季休校（～ 3月31日）
福澤先生命日

4 5 6

7 8 9 10 11
建国記念の日

12 13

14 15
課程博士の博士論文
提出締切（P. 37 参照）

16 17 18 19
アート・マネジメント分野
および情報資源管理分野
修士論文面接

20

21 22 23
天皇誕生日
修士論文面接
（10：00～ P. 36 参照）

24 25 26 27

28

休校期間  　休　　日 

秋学期末定期試験（26日～2月2日予定）（この期間に授業は行われません）

※秋学期末定期試験を行う科目のみ対象
秋学期末追加試験（16日～17日予定）
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諸研究所・センターの開講科目等のガイダンスについて
諸研究所・センターの開講科目等のガイダンスについては各自でウェブサイトを参照の上、最新情報を確認してくだ
さい。なお、ガイダンスが 3月中に開催される場合もありますので、日程に注意してください。
https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/registration/institutes.html

研究所・センター名

言語文化研究所

メディア・コミュニケーション研究所

斯道文庫

体育研究所

福澤研究センター

国際センター

保健管理センター

教職課程センター

アート・センター

外国語教育研究センター

学生総合センター

グローバルリサーチインスティテュート

ミュージアム・コモンズ

学芸員課程登録（博物館学実習エントリーについて）
実施方法は塾生サイトより確認してください。
※資格取得を希望する学生は、必ず詳細を確認するようにしてください。
https://www.students.keio.ac.jp/com/class/certification/curator.html
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1 塾生サイト

https://www.students.keio.ac.jp/
塾生の皆様に向けた各種情報を提供しています。

ログイン ID・パスワードは不要です。

主な提供サービス：
▪授業／履修／試験　　　　　履修案内／シラバス／時間割の公開等
▪学生生活／就職・進路　　　窓口利用案内／イベントや奨学金についての情報等

2 K-Support

https://keio.jp/

K-Support は在学生を対象としたポータルサイトです。大学からのお知らせ、自分宛のメッセージの確認、各種申請・
問い合わせ等を行うことができ、学生の皆さんの学生生活のサポートや、学びの促進を目的としています。また、各種
アプリケーションへのリンクも集約されています。学生生活において必要不可欠なポータルサイトですので、ブック
マークするなどしてすぐにアクセスできるようにしてください。

■ホーム画面

Messages 大学から学生個人宛のお知らせや呼び出しが表示されます。履修や学生生活に関する�
重要な事項を含みますので、常に確認するようにしてください。

News 大学からのお知らせやイベント案内を掲出します。履修や修了に関する重要なニュース
も掲出されますので、随時確認してください。

K-LMS 主に学修支援を目的としたシステムです。教材配布・レポート提出・お知らせ・ディス
カッション等の機能を提供しています。
授業参加に欠かせないシステムですので、よく確認してください。

休講・補講 休講・補講のある授業の一覧が表示されます。休講・補講情報は変更されることがあり
ますので、当該授業の前にも確認するようにしてください。

履修申告 履修申告・履修取消・新規履修申告科目なし申告を行うシステムです。履修申告期間中
は申告内容の修正を行うことができます。履修申告のルールは各研究科で異なるので、
不明な点は各研究科担当に確認してください。

登録済科目 履修中科目の一覧を表示します。科目が正しく登録できているか必ず確認してください。
また、教室情報の確認も可能です。

学業成績表 学業成績表の閲覧が可能です。利用可能期間は、学部・研究科・学年等で異なります。
詳細は塾生サイトで告知します。

第 2 Webシステム
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■申請　※主な申請を掲載しています。

本人情報
住所確認・変更
（本人・保証人）

本人および保証人の連絡先を確認できます。変更がある場合は直ちに手続を行ってくだ
さい。

学生証再交付 学生証を紛失、汚損した場合はこちらから申請してください。詳細は塾生サイトまたは
P. 17 を確認してください。

証明書発行
（厳封・特殊証明書等）

証明書発行サービスから発行できない証明書（厳封、各種資格、リクエストフォーム、
海外への直送）の発行を希望する場合はこちらから申請してください。詳細は塾生サイト
または P. 18～19 を確認してください。

保証人変更 左記の情報をシステム上で変更申請することが可能です。詳細は塾生サイトまたはP. 17～
18 を確認してください。改姓改名（本人）

改姓改名（保証人）
海外住所登録（本人）
海外住所登録（保証人）
国内緊急連絡先
在留情報登録 在留カードの更新、在留資格や身分に変更が生じた場合は、こちらから情報を登録して

ください。
休学願 休学はこちらから申請してください。休学に関しては塾生サイトまたはP. 14 を確認して

ください。
国外留学 留学はこちらから申請してください。留学に関しては塾生サイトまたはP. 14～15を確認

してください。
就学届 教授会で承認された休学・留学期間が終了した際は、速やかにこちらから就学届を提出

してください。詳細は塾生サイトまたは P. 14～15 を確認してください。
在学期間延長（大学院生） 在学期間延長はこちらから申請してください。在学期間延長制度に関しては塾生サイト

または P. 38 を確認してください。
所定単位取得退学届 所定単位取得退学はこちらから申請してください。単位取得退学制度に関しては塾生�

サイトまたは P. 38 を確認してください。

授業
合理的配慮申請 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に

ある学生は、修学上の困難に対し、合理的配慮の申請をすることが可能です。合理的�
配慮については P. 27 を参照してください。

追加試験申請 履修申告した授業科目の定期試験を、病気や不慮の事故等、やむを得ない理由で受ける
ことのできなかった場合には、こちらから追加試験を申請してください。追加試験に�
ついては、P. 23 を参照してください。

施設利用（三田キャンパスのみ）

公認学生団体・体育会の教室利用申請 三田キャンパス内の施設予約はこちらから申請してください。利用に�
ついての詳細は塾生サイト「教室・グループ学習室利用申請」、および、
関連するK-Support ニュースを参照してください。グループ学習室（南校舎 7階）利用申請

（三田）駐輪場利用登録 三田キャンパス内の駐輪場利用登録はこちらから申請してください。�
利用についての詳細は塾生サイト「窓口・学内施設の利用」内の「学生
駐輪場利用案内および確認書」を参照してください。

■アンケート
授業評価の入力、結果確認が可能です。
授業評価についてはK-Support ニュース等でご案内します。

■ FAQ・問い合わせ
よくある質問の確認や、学生部への問い合わせを行うことができます。
学生生活において不明な点や相談したい点がある場合、こちらを参照してください。

- 11 -



■ Apps（抜粋）
学生生活を送るうえで必要なサービスやシステムをまとめています。

○Google Workspace
Google 社が提供するWebアプリで、メール（慶應メール）、ドライブ、カレンダー、グループ、連絡先、Gemini、
NotebookLMなどのサービスが利用できます。
なお、生成AI の利用にあたっては、各種ガイドライン（P. 23）や教員の指示を遵守してください。

○授業

システム名 主管部署 説　　　　　明

K-LMS：学修支援システム
（Canvas LMS）

KIC 主に学修支援を目的としたシステムです。教材配布・レポート提出・
お知らせ・ディスカッション等の機能を提供しています。

シラバス・時間割検索 学生部 履修科目を選択する際や、授業内容を把握し単位を修得するために
必要な授業内容、授業の計画、教科書、成績評価方法等の情報が�
記載されています。履修申告を行う際には必ずシラバス・時間割を
確認したうえで履修科目の決定を行ってください。

履修申告 学生部 履修申告・追加履修申告・履修取消・新規履修申告科目なし申告を
行うシステムです。履修申告期間中は申告内容の修正を行うことが
できます。履修申告のルールは各研究科で異なるので、不明な点は
各研究科担当に確認してください。

登録済科目確認 学生部 履修中科目の一覧を表示します。科目が正しく登録できているか�
必ず確認してください。また、教室情報の確認も可能です。

休講・補講・任意設定講義
情報

学生部 休講・補講のある授業の一覧が表示されます。休講・補講情報は�
変更されることがありますので、当該授業の直前にも確認するよう
にしてください。

学業成績表 学生部 学業成績表の閲覧が可能です。利用可能期間は、学部・研究科・学年
等で異なります。詳細は塾生サイトで告知します。

Web エントリーシステム 学生部 事前抽選が必要な科目の抽選申込み（エントリー）を行うシステム
です。ただし、科目によってはWeb を使わずにエントリーシート
を窓口に提出する場合もあります。また、受付期間が科目ごとに�
異なります。

教職課程 学生部 「教職課程登録」「教職介護等体験申込み」「教員免許状一括申請」を
行うシステムです。受付期間がそれぞれ異なりますので、よく確認
してください。

○学生生活・奨学金・学費

システム名 主管部署 説　　　　　明

医療給付申請 学生部 学生健康保険互助組合の医療給付申請に必要となる申請書を作成�
できます。

学生団体活動支援システム 学生部 団体情報の登録、学生責任者や会長の変更申請、各種届出書のダウン
ロード、学外行事届・海外活動申請書の提出等、団体運営に関する�
各種申請等が可能です。また、公認申請もこちらのシステムから�
行います。

奨学金Web 申請システム 学生部 学内の奨学金および民間団体・地方公共団体の奨学金申請の際に�
必要となる奨学金申請書／選考シートを作成できます。不備書類の
連絡や申請・受給状況の確認もこのシステム上で行います。
※�外国籍の学生は、在留資格が法定特別永住者、永住者、定住者、
日本人（永住者）の配偶者または子、家族滞在の者のみ利用可。

学費Navi 財務部 在学中の学費に関する情報の閲覧や納入履歴の確認、学費納入に�
関する手続を行うシステムです。納入証明書発行や返金手続のため
の口座登録等も可能です。
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○サービス

システム名 主管部署 説　　　　　明

ソフトウェアライセンス
取得システム

KIC 義塾が契約を結んでいるソフトウェアのライセンス配布システム�
です。

感染症罹患報告 保健管理
センター

学校感染症に罹患した場合、保健管理センターへの届け出が必要�
です。確認の上、必ず報告してください。

証明書発行サービス 学生部 学内証明書発行機、全国のコンビニエンスストアで証明書を発行�
できるサービスです。また、電子証明書（PDF）のオンライン送付も
可能です。証明書発行についての詳細は P. 18～19 を参照してくだ
さい。

○就職・進路
就職活動の基礎知識を総覧できるウェブサイトや、先輩たちが書き記してくれた就活体験記を閲覧できます。最終
学年になると、自身の進路届や体験記の提出が可能になります。その他、「求人ナビ（キャリタスUC）」や「OB・
OG訪問システム（eメール送信用）＊」も活用できます。

＊最終学年の前年度の後半学期から利用可能。

○ keio.jp 関連設定
keio.jp を使用するために必要な設定を行うことができます。keio.jp については次項を参照してください。

3 keio.jp

keio.jp は「慶應義塾共通認証システム」の通称で、義塾が提供する各種オンラインサービスを安全かつ便利に利用する
ための認証システムです。義塾が提供するサービスを利用するためには、原則としてkeio.jp によるログイン認証が必要
となります。
keio.jp に関するマニュアルは、以下を参照してください。
https://www.itc.keio.ac.jp/ja/keiojp_manual.html

パスワードの再発行窓口は、以下のとおりです。

ログインID 再発行窓口 必要書類

慶應 ID 各キャンパスKIC窓口 学　生　証
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1 休 学 （学則第125条）

留学・休学・退学・就学の文学研究科での手続きについて
https://www.students.keio.ac.jp/mt/gsl/procedure/status/form.html
必ず最新の情報を確認してください。

病気その他やむを得ない理由により欠席が長期にわたる場合は、大学院学則第 125 条により、研究科委員会の許可を
得て休学することができます。休学期間は在学可能な年数制限（学則第128 条）や修了に必要な在学期間（学則第109 条）
には算入されません。

春学期 通　年 秋学期
休学期間 4 月 1 日～ 9月21日 4 月 1 日～翌年 3月31日 9 月22日～翌年 3月31日

休学願提出期限 5 月29日（金）16：45 11月30日（月）16：45

ただし、長期療養を要する病気等により期限までに休学願が提出できなかった場合や、期限後の突発的な事故等により
就学が不可能になった場合は、可能な限りすみやかに指導教員か学生部文学研究科担当に連絡してください。指導教員
及び専攻の承認により、休学願を提出することができる場合があります。

【休学の手続き】
塾生サイトから詳細を確認、指導教員と面接して承認を得た上で、休学をK-Support の「申請」機能から申請して�
ください。なお、申請に際しては以下の添付書類が必要です。

休学理由 添付書類
病気・怪我 医師による診断書
語学研修 研修期間が明記された入学許可書の写し等
上記以外

（一身上の都合） 申請フォームにて休学理由を詳細に記載してください。

【履修申告】
仮に年度当初から休学を予定している場合であっても、履修申告は必ずしてください。

【休学上限】
2024 年度より学則第 125 条が改正されたことに伴い、以下のとおりとします。
（1）　修士課程の休学期間の上限は、通算して 4年（ 8学期）とします。
（2）　後期博士課程の休学期間の上限は、通算して 6年（12 学期）とします。
（3）　�上記の休学期間の通算に含むのは、2024 年 4 月 1 日以降の休学とします（2023 年度以前の休学は通算に含め�

ません）。
（4）　�休学理由が「母国における兵役義務のため」と認められた場合、当該休学期間は上記の休学期間の通算には含め

ません。
（5）　�在学中の休学期間の通算が上限に達した場合、それ以降の休学は認められません（母国における兵役義務を�

理由とした休学を除く）。

2 留 学 （学則第124条）
外国の大学に留学を予定している者は、教育上有益と認められる場合に学則による留学が許可されることがあります。
語学研修等は留学に該当せず、休学の対象になります。
留学希望先の大学でオンライン授業が提供され、文学研究科でオンライン授業の履修を留学として認められた場合は、
現地に渡航せずにオンライン留学が認められることがあります。留学期間中、慶應義塾大学での科目履修はできません。

【国外留学申請書】
留学を希望する場合、まず上記の塾生サイトより申請方法を確認し、指導教員に相談の上、K-Support の「申請」から
申請してください。留学が許可されるためには、指導教員による面接、研究科委員会の承認が必要です。これらを
含めて出発の 1ケ月前までに手続を済ませてください（ 8月と 3月には研究科委員会がないので注意してください）。

【履修申告】
春学期／秋学期の履修申告期間より前に教授会において正式な留学として承認されていない場合は、留学予定で
あっても、必ず履修申告をしてください。履修申告した科目は、研究科委員会において留学が正式に認められた後
に、留学期間に応じて自動的に削除されます。

第 3 学籍（休学・留学・退学）
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【就学届】
留学期間が終了し再び学業に戻る場合は、K-Support の「申請」より就学届を申請してください。

【留学に伴う単位認定】
留学中に修得した授業科目の単位は、10 単位を超えない範囲で大学院学則の規定する修了に必要な単位として認定
することがあります。なお、認定を受けた科目の評語は「Ｇ」（認定）になります。
（1） 提 出 書 類：�①単位認定申請書（所定用紙）②留学先の成績証明書 ③授業時間数を証明する書類* ④講義

要綱等の授業内容を証明する資料 ⑤留学単位認定チェックシート（所定用紙）
＊単位数換算の目安：�講義科目として認定する場合は 1350 分以上で 2単位、2700 分以上で 4単

位。演習科目として認定する場合は 2700 分以上で 2単位。
（2） 承 認 手 続：�申請書類を作成し、指導教授の承認を得た上で、学生部文学研究科担当へ提出してください。

①単位認定申請書および⑤留学単位認定チェックシートは塾生サイトよりダウンロードして
ください。

（3） 書類提出期限：�帰国後すみやかに提出すること。原則として研究科委員会で承認された留学終了日から 6ヶ月
以内を提出期限とします。ただし、留学先の大学の成績証明書発行時期が決まっているなどの
特段の事情がある場合は、すみやかに学生部文学研究科担当に申し出てください。また、当該
年度における修了を希望する場合は、当該年度内に単位認定の承認が得られなければ修了が不
可能となる場合もありますので、必ず帰国直後に学生部文学研究科担当までご相談ください。

【留学期間の在学年数への算入】　
留学期間は、1年を上限に在学年数に算入することができます。希望者は研究科委員会で承認された留学期間終了後
直近の履修申告期間（一次）開始までに、必要な書類をそろえて学生部文学研究科担当に提出してください。

【留学期間の延長】
留学期間を延長する場合は、再度留学申請の手続をしてください。

3 退 学
（1） 自主退学 （学則第 126 条）

事情により退学を希望する場合は、指導教員と面接して承認を得たうえで、退学を申請してください。申請方法
は塾生サイトを確認してください。また学生証を学生部文学研究科担当に返却してください（郵送可）。なお、退
学時の授業料等の取り扱いについては、提出前に必ず学則第 133 条および 135 条を確認してください。

【再入学を伴う退学】 （学則第 127 条）
正当な理由で一時的に就学が困難で退学を希望する学生に関して、学則第 127 条により再入学を伴う退学を認め
る場合があります。詳細は学生部文学研究科担当に相談してください。なお、再入学を伴う退学が承認されても、
無条件で再入学が認められることにはなりません。
※�再入学者の学費体系は再入学年度のものとは異なる場合があります。手続等の詳細及び再入学者の学費体系に
ついては学生部文学研究科窓口で確認してください（実験実習費・施設設備費は 2015 年以前に入学した学生�
のみ）。

（2） 退学処分 （学則第 128 条・第 161 条）
① �修士課程において 4年、後期博士課程において 6年の在学最長年限を超える者は学則第 128 条により退学処分
となります。

② �大学の学則もしくは諸規律に違反したと認められた時、履修申告を期日までに完了せず休学・退学の願い出も
なく修学の意志が確認できない時などには学則第 161 条により退学処分となります。

③ �2024 年度より学則第 125 条が改正されたことに伴い、以下の要件に該当する場合には退学処分となります。
　・修士課程の場合、休学期間が通算して 4年を超過した者
　・後期博士課程の場合、休学期間が通算して 6年を超過した者
　※休学期間の算出については P. 14「 1 休学【休学上限】」を参照してください。

4 注意事項
文学研究科では、学年ごとの進級条件を設けていませんので、休学または留学していても学年は年度ごとに最高学年
（修士 2年、博士 3年）まで加算されます。
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留学 ･ 休学の取扱いについて
※授業期間中に長期間にわたり海外等に行く場合は、必ず学生部文学研究科担当に申し出てください。

留　学 休　学

種
　
類

研究科委員会において適正と認められた海外の大学で正式な手続
を経て正規生と同じ授業を受ける場合。留学は「交換留学」･「私費
留学」の 2つに区別しています。

・�語学研修（その他左記の「留学」と認定されない
海外研修など。入学許可書の写し等を添付してく
ださい。）
・�病気・怪我による休学（医師の診断書を添付して
ください）
・一身上の都合による休学

期
　
間

申
請
対
象
期
間

原則として「留学」の開始日から半年以上 1年まで。 春学期・秋学期・通年のいずれか
＊�休学の開始日がいつであっても、その学期または
年度は在学期間に算入されません。
＊�複数年度にわたって休学する場合は、新年度に再
度休学願を提出してください。
＊�休学願の提出期限は P. 14 を参照。

「留学」は年度途中に開始し、年度の途中に終了することが可能で
す。
（例） 2026.9. 22 ～ 2027.9. 21

延
長
・
上
限

2 回まで可能（最長で留学開始日から 3年間まで）。
それ以降は「休学」となります。
＊�「留学」を延長する場合は、「国外留学申請書（延長）」を提出�
してください。

留学の延長が出来ない場合（左記の延長期間を過ぎて�
も留学継続を希望する場合など）の休学期間は、直近の�
留学申請期間終了日翌日より当該学期末もしくは年度末�
までとなります。休学期間の上限は、通算して修士課程：�
4年（8学期）、後期博士課程：6年（12 学期）とします。
詳細は P. 14 の「 1 休学」の項を確認してください。

学
　
費

学
費
減
免
措
置

【交換留学（ダブルディグリー含む）】
原則として減免制度はありません。
ただし、学費の相互免除が含まれない交換留学については、研究会
費・自治会費・学生健康保険互助組合費等の代理徴収費用を除き、
最長 2学期まで学費の全額を減免します。
【私費留学】
留学（延長を含む）により在学しなかった期間（学期単位）に対し、
その学期の属する年度の各学期における学費については、授業料・
施設設備費・実験実習費の全額を減免します（施設設備費・実験実
習費は 2015 年以前に入学した学生のみ）（※）。
減免される期間は、最長 6学期まで（交換留学・ダブルディグリー
の期間含む）

各学期において授業料・施設設備費・実験実習費の
全額を減免します（施設設備費・実験実習費は 2015年
以前に入学した学生のみ）。納付が必要な費用は在籍
基本料および代理徴収費用（研究会費・自治会費・学
生健康保険互助組合費等）となります。

単
位
取
得
・
認
定

履
　
修

留学中の学期は履修できません。
履修申告後に留学した場合は、留学期間と重なる学期の科目はす
べて無効となります。
年度の途中から留学し、留学前に履修申告した「通年」または
「セット」科目を復学後に継続して履修することを希望する場合は、
留学開始前に学生部文学研究科担当に申し出てください。
※�教職課程センター設置科目の継続履修を希望する場合は、教職
課程センターに確認してください。

休学中の学期は履修できません。
［年度途中に休学申請を行った場合］春学期休学が承
認された場合は春学期科目はすべて無効となります。
秋学期休学が承認された場合は春学期に履修・取得
した科目は有効です。

単
位
認
定

10 単位を超えない範囲で、学則の規定する修了に必要な単位とし
て認定することがあります。認定を希望する場合は、帰国後速や
かに学生部文学研究科担当に申し出て手続をしてください。

単位認定はありません。

進
級・卒
業

在
学
年
数

へ
の
算
入

「留学」の期間は1年間を上限に在学年数に算入することができます。
希望者は「留学」終了後、直近の履修申告期間（一次）開始までに
必要な書類等をそろえて学生部文学研究科担当に申し出てください。
ただし、遡及修了は認められません。

「休学」の期間は在学年数に算入されません（＊）。ただ
し、実質的な在学年数にかかわらず、休学中も最高学年
まで進級します。詳しくはP. 15「 4 注意事項」を参照
してください。
＊在学期間延長中の場合は在学年数に算入されます。

申
請
手
続

の
流
れ

K-Support の「申請」機能より詳細を確認の上、申請してください。
https://keio.jp/

※学費減免措置は、適用される学費体系によって必要な手続・書類が異なります。
減免を受けるための手続き等の詳細については、学生部文学研究科窓口で確認してください。
学費の詳細および金額については、「慶應義塾Web ページ」→「入学案内」→「学費」ページを確認してください。
https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/fees/graduate-fees.html

なお、留学・休学中も、本大学の学事・学生生活支援、図書館、情報環境等に関する諸サービスの利用が可能であるため、在籍基本料は減免の
対象となりません（交換留学のうち、学費の相互免除が含まれないものを除く）。
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1 学 生 証
学生証は本大学大学院生であることを証明する身分証明書です。様々な場面で必要になるので常に携帯してください。
学生証を他人に貸与・譲渡することはできません。
（1） 再 交 付

学生証を紛失、汚損した場合は、K-Support「申請」→「学生証再
交付」から、速やかに手続を行ってください（URLおよびログイン
方法はP. 10参照）。不備がなければ申請は通常、数日で承認されます。
承認されると、慶應メール（@keio.jp）のメールアドレスに承認通知
が届きます。手数料の支払いが発生する場合、承認通知の案内に従い
支払手続を行ってください。手続完了後、慶應メール（@keio.jp）の
メールアドレスに再交付の案内を送付します。三田学生部総合窓口
にて学生証の再交付を受けてください。
‒必要書類‒�（顔写真の変更を希望する場合のみ）証明書用写真：

高さ 284px 幅 237px（高さ 24mm 幅 20mm）以上の鮮明なカラー画像（JPEG形式）、脱帽、上半身
正面、白・青またはグレーを基調とした無地の背景（風景やカーテンなどの背景は不可）、3ヶ月以内
に撮影されたもの、写真加工アプリ等を用いて画像に修正を施したものは不可

（2） 在籍確認シール（学生証裏面シール）
年度ごとのシール更新は行いません。休学・留学・原級・在学期間延長等の理由で、シールの有効期限が切れる
学生には、有効期限が切れる前に、有効期限を更新したシールを三田学生部所属研究科窓口にて配付します。シール
を紛失した場合は、三田学生部総合窓口へ再交付を申請してください。

（3） 学生証の返却
再交付を受けた後に前の学生証がみつかった場合、また、退学等で離籍した場合はただちに三田学生部総合窓口
へ返却してください。

2 住所変更（本人・保証人）

（1） 本人の住所変更の場合
K-Support「申請」→「住所確認・変更（本人・保証人）」から、速やかに変更手続を行ってください（URLおよび
ログイン方法は P. 10 参照）。電話番号の変更の場合もこちらから手続を行ってください。不備がなければ、申請
は通常、数日で承認されます。承認されると、慶應メール（@keio.jp）のメールアドレスに承認通知が届きます。
変更項目が電話番号やメールアドレスだけの場合、通知メールは送信されません。
通学定期の区間が変更となる場合は、承認通知のメールが届いた翌朝 7：00以降に、証明書発行サービスで通学証明
書を申請してください。
日本国外の住所を登録、変更する場合は、K-Support「申請」→「海外住所登録（本人）」から申請してください。

（2） 保証人の住所変更の場合
K-Support「申請」→「住所確認・変更（本人・保証人）」から、速やかに変更手続を行ってください。電話番号の
変更の場合もこちらから手続を行ってください。
日本国外の住所を登録、変更、削除する場合は、K-Support「申請」→「海外住所登録（保証人）」から申請してくだ
さい。

これらの手続が行われない場合は、履修その他の重要な連絡に重大な支障をきたすことがありますので、十分注意して
ください。

3 保証人変更

保証人を変更する場合は、K-Support「申請」→「保証人変更」から、速やかに変更手続を行ってください（URL�
およびログイン方法は P. 10 参照）。保証人は原則として日本国内に居住し一家計を立てている成年者で、本人の学費
と一身上に関する一切の責任を負うことのできる者とし、父または母としてください。父母が保証人となり得ない場合
は、兄、姉、伯父、伯母等後見人またはこれに準ずる方としてください。なお、国内に居住する者が保証人となり得ない
場合は、国外に居住する者を保証人とすることができます。ただし、この場合は、本人に緊急事態が発生した場合の�
連絡先として、 日本国内の住所を必ずK-Support「申請」→「国内緊急連絡先」から届け出てください。国内緊急連絡
先は、緊急時に速やかに連絡がつくことをその要件とします。

再交付理由 手 数 料
カードの紛失または破損 2,000円
改 姓 名
磁気ストライプ・ICチップ
の破損（カードに見かけ
上の破損がない場合）

無　料

第 4 学生証・諸届・証明書
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4 改姓・改名（本人・保証人）
改姓・改名した場合は、K-Support「申請」→「改姓改名（本人）」「改姓改名（保証人）」から、速やかに変更手続を�
行ってください（URLおよびログイン方法は P. 10 参照）。

‒必要書類‒�新姓名の戸籍謄本または抄本（ 3ヶ月以内に発行のもの）、 もしくは旧姓併記の住民票（ 3ヶ月以内に
発行、マイナンバーの記載がないもの）／旧姓併記の運転免許証（有効期限内、日本国内発行のもの）／
旧姓併記のマイナンバーカード（有効期限内、表面のみ、但し通知カードは不可）

5 国籍変更
国籍を変更した場合は、速やかに三田学生部所属研究科窓口へ届け出てください。

‒必要書類‒�学生証、戸籍抄本（コピーでも可）や住民票等の国籍変更が確認できる公的な証明書（必要な情報が
記載されていることをあらかじめ発行元に確認してください）

6 通学証明書（通学定期）
以下の手順で、紙の「通学証明書」をあらかじめ発行してから、通学定期を購入してください。
①　�証明書発行サービス（「塾生サイト」→「各種手続き」→「証明書」→「証明書の発行」からアクセス）にログインし、
「通学証明書」を申請する。

②　コンビニエンスストア、もしくは学内証明書発行機で「通学証明書」を印刷する。
③　通学証明書に通学区間等を記入し、駅窓口等に通学証明書を提出して通学定期を購入する。
※�「通学証明書」の発行手数料は無料ですが、コンビニエンスストアで印刷する場合、印刷料金が 60 円かかります。
※�通学区間は「自宅最寄駅」から「学校最寄駅（田町・三田・白金高輪・赤羽橋のいずれか 1駅）」の最も経済的な経路�
に限ります（バス利用の場合は最寄りの停留所）。不正が判明した場合、通学証明書の発行を停止したり、学則に�
基づき処分することがあります。
※�自宅住所を変更する場合、K-Support「住所確認・変更」にて、住所変更の申請を行ってください。通学証明書に
新住所が反映されるのは、住所変更の承認通知メールが届いた翌朝 7：00 以降です。
なお、授業科目履修のために所属以外のキャンパスに通学するための手続についても証明書発行サービス
で行ってください。詳しくは塾生サイト（https://www.students.keio.ac.jp/com/procedure/pass/）を
確認してください。

7 証明書（成績証明書・学割証等）
（1） 発行方法

各キャンパスの証明書発行機、もしくは全国のコンビニエンスストアにて証明書を発行できます。また、
電子証明書（PDF）のダウンロードリンクを直接送付するオンライン送付機能もあります。
詳細は塾生サイト（https://www.students.keio.ac.jp/com/procedure/certificate/issue.html）で
確認してください。
①　コンビニエンスストアでの発行
全国のコンビニエンスストア（セブン－イレブン、ファミリーマート、ローソン）にて、各種証明書を発行でき
ます。発行には事前の申請・手数料の支払いが必要です。
※学割証はコンビニエンスストアで発行できません。証明書発行機を利用してください。

②　証明書発行機での発行

設置場所 稼働時間

南 校 舎 1 階
月～土 8：45～20：00‌（‌�授業・定期試験のない土曜日、また祝日・一斉休業期間・システム�

メンテナンス中は利用できません）

※�他キャンパス（日吉・矢上・藤沢）に設置されている発行機も利用できます。
※�メンテナンス・故障等による利用停止情報等は、適時Web 等でお知らせします。

③　電子証明書（PDF）のオンライン送付
電子証明書（証明書のPDFデータ）のダウンロードリンクを指定のアドレス（就職先企業、海外の
教育機関等）宛に直接送付する機能です。詳細は塾生サイト（https://www.students.keio.ac.jp/
com/procedure/certificate/issue.html）で確認してください。
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（2） 証明書の厳封
厳封を希望する場合は、K-Support「申請」→「証明書発行（厳封・特殊証明書等）」から申請してください（URL
およびログイン方法は P. 10 参照）。証明書発行機・コンビニエンスストアで発行された証明書を後から厳封する
ことはできません。

（3） 代理人による申請
代理人による証明書の申請は、学生本人が大学に来ることが困難な場合（留学中、入院中等）に限り受け付けます。
所属研究科窓口にて申し込んでください。
‒必要書類‒�本人の学生証の写し、委任状、代理人の身分証明書
　※�委任状に所定の書式はありません。例を参照のうえ、学生本人の意思が確認できるように作成してください。
　　［例］　私「（本人氏名）」は、「（代理人氏名）」に、証明書の申込みと受け取りを一任します。
� 20╳╳年○月△日・本人署名・捺印
※�身分証明書とは、慶應義塾大学学生証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード（有効期限内、表面のみ、
但し通知カードは不可）、在留カードを原則とします。社員証、他大学学生証等は受け付けません。

（4） 証明書一覧

証明書 言語 手数料 発行
場所

発行
日数 発行開始日 備　考

在学証明書
和文

300円
学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 4月 1日
英文

成績証明書
和文

300円
学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 4月 1日 春学期分の成績は 9月 24 日に反映されます。
英文

修士課程修了見込証明書
和文

300円
学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 4月 1日
修士課程2年生のみ発行されます。休学中・留学中の場合
は、K-Support「申請」→「証明書発行（厳封・特殊証明書
等）」から申請してください。研究科窓口にて発行します。英文

教育課程終了見込証明書
（単位取得退学見込証明書）

和文
300円 研究科窓口 数日注 ―

英文

履修科目証明書
和文 300円

学内発行機
コンビニ
オンライン

即日
春学期：5月 2日
秋学期：10月25日

休学中・留学中の場合は、K-Support「申請」→「証明書
発行（厳封・特殊証明書等）」から申請してください。研究
科窓口にて発行します。

英文 300円 研究科窓口 数日 K-Support「申請」→「証明書発行（厳封・特殊証明書等）」
から申請してください。

健康診断証明書
和文 300円

学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 6月12日 受診した年度の年度末まで発行できます。

英文 保健管理センターに問い合わせてください（TEL：03-5427-1607）。
学割証 和文 無料 学内発行機 即日 4月 1日

所属地区通学証明書 和文 無料 学内発行機
コンビニ 即日 3月23日 2026 年 4 月入学者（再入学を含む）は 4月 1 日より発行

可能です。

他地区通学証明書 和文 無料 学内発行機
コンビニ 即日 春学期：4月 8日

秋学期：10月 1日

授業科目履修を目的として、所属以外のキャンパスに�
通学するための通学定期券購入に必要な証明書です。�
詳細は塾生サイト（https://www.students.keio.ac.jp/
com/procedure/pass/）を確認してください。

提出先所定の用紙（リクエストフォーム）
に証明・記入を要するもの、その他

和文
300円 研究科窓口 数日注 ―

K-Support「申請」→「証明書発行（厳封・特殊証明書等）」
から申請してください。

英文

博士学位申請中証明書
和文

300円 研究科窓口 数日注 ―
英文

前学籍（学部）成績証明書
和文

500円
学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 ―

発行対象者については塾生サイトを参照してください。

英文

前学籍（学部）卒業証明書
和文

500円
学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 ―
英文

前学籍（修士）成績証明書
和文

500円
学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 ―
英文

前学籍（修士）修了証明書
和文

500円
学内発行機
コンビニ
オンライン

即日 ―
英文

※発行までに時間がかかる場合がありますので、余裕を持って申請してください。
※窓口での証明書発行・受け取りには学生証が必要です。
※�学割証の有効期限は発行日から 3ヶ月以内です（有効期間内でも学籍を失った場合は無効）。必要な枚数だけ発行するように
してください。
※団体旅行申込書（団体割引）を発行する場合は、学生生活支援担当に申し出てください。
※�前学期まで学費未納の場合は、すべての証明書が発行できません。納入後、所属研究科窓口に財務部発行「授業料納入確認書」
を持参のうえ、申し出ることで発行が可能ですが、発行まで数日を要する場合があります。
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1 教室等使用申請（三田）
最新の情報は塾生サイトを必ず確認してください。

https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/classroom.html

（1） 教室の使用申請（研究会・サブゼミ・公認学生団体・体育会を対象）
以下の塾生サイトをご確認ください。
https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/classroom.html

（2） グループ学習室（南校舎 7 階）の使用申請
2 名以上の在学生がディスカッションやグループ学習をするために利用することができます。
以下の塾生サイトをご確認ください。
https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/classroom.html

（3） 学生食堂の使用申請
以下の塾生サイトをご確認ください。
https://www.students.keio.ac.jp/mt/life/facility/classroom.html

2 教室設置 AV 機器の鍵の貸出
貸 出 窓 口	 ……	 教員室（南館 1階）
手　　　　続	 ……	 学生証提示

3 緊急時における授業の取扱い
台風・大雨・大雪・地震等の各種自然災害や、大規模な事故等による鉄道等交通機関の運行停止、その他緊急事態の
発生により、休講措置をとらざるを得ない場合は、塾生サイトを通じてお知らせします。

【三田】緊急時における授業等の取扱い
https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/schedule/emergency.html

4 早慶野球戦における授業の取扱い
塾生サイトより最新の情報を確認してください。

早慶戦における授業の取扱い
https://www.students.keio.ac.jp/com/class/schedule/sokei.html

第 5 授業・成績
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5 裁判員候補者に選定された場合の取扱い

慶應義塾大学は、いわゆる「公欠」という考え方をとっていません。裁判員候補者に選定され、授業の出欠に迷う場合

は、学生部文学研究科窓口へご相談ください。なお、授業の性質上欠席が認められない場合がありますので、注意して

ください。

6 授業科目ナンバリング（K-Number）
2022 年度より、全授業科目に対して、レベルや学問分野、授業形態等を示す番号を付番する授業科目ナンバリング制度

（K-Number）を導入しています。

K-Number によって興味関心のある学問分野を検索し、体系的な学修計画に基づいた学びが可能となります。

なお、複数の学部・研究科に併設された授業科目については、各学部・研究科ごとに異なるK-Number が付与されます。

K-Number の構成　＜文学研究科設置科目の見方＞

GLT-LE～IR-1 1 11 1-1 1 1-11

種　類 内　容

①
科目設置

学部・研究科 文学研究科設置科目はGLT-LE～IR と表記されます。
各学部・研究科の表記は、塾生サイトで確認してください。② 学科・専攻

③

科目主番号

レベル
（履修学年の目安）

0：学部共通 
1： 1 年次配当レベル （または入門／導入レベル） 
2： 2 年次配当レベル （または基礎レベル） 
3： 3 年次配当レベル （または応用／発展レベル） 
4： 4 年次配当レベル （または専門／実践レベル） 
5： 5 年次配当レベル（または高度レベル）
6：修士課程配当レベル
7：博士課程配当レベル
8：専門職学位課程配当レベル
9：その他

④ 大分類
塾生サイトで確認してください。

⑤ 小分類

⑥ 科目種別 1：必修科目、2：選択必修科目、3：選択科目、4：自由科目、9：その他

⑦

科目補足

授業区分（全塾共通）
1：語学、2：講義、3：演習、4：実験・実習・実技、5：論文、6：研究指導、
7：講義および実習、9：その他

⑧
授業実施形態
（全塾共通）

対面授業 1：対面授業（主として対面授業）

遠隔授業
2：オンライン授業（主としてリアルタイム形式）
3：オンライン授業（主としてオンデマンド形式）
4：オンライン授業（全回オンデマンド形式）

⑨ 授業言語（全塾共通） 1：日本語、2：英語、9：その他

⑩ 学問分野 学問分野（全塾共通） 塾生サイトで確認してください。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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7 成 績

成績に関する詳細は、塾生サイトをあわせて確認してください。

https://www.students.keio.ac.jp/com/class/grade/

（1） 成績評語
所定の授業に出席し評価試験（定期試験またはレポート）を受けた後に評語が決まります。学業成績の評語は、

S・A・B・C・Dの 5段階を基本とし、S・A・B・Cを合格、Dを不合格とします。ただし、特定の科目は、評語を P・

Fの 2 種とし、この場合、Pを合格、Fを不合格とします。なお、他大学等で履修した科目を S・A・B・Cまたは

Pの評語を用いずに認定する場合は、Gとします。

● 2016 年度以前の履修科目の成績評語

　�学業成績の評語は、A・B・C・Dの 4 段階とし、A・B・Cを合格、Dを不合格とします。なお、特定の科目や他

大学等で履修した科目については上記と同様です。

（2） GPA（Grade Point Average）※ 2017 年度以降入学者のみ
GPAは、履修登録した科目ごとの 5段階評価を 4.0 から 0.0 までの GP（Grade point）（S：4.0、A：3.0、B：2.0、�

C：1.0、D：0.0）に置き換えて単位数を掛け、その総和を履修登録単位数の合計で割った平均点で、成績を数値で

表したものです。

GPA＝（履修した授業科目の単位数×当該授業科目のGP）の総和÷履修した授業科目の単位数の合計

GPA算出にあたり、P（合格）の科目やF（不合格）の科目、G（認定）の科目、および自由科目は除かれます。

GPAは、当該学期における「学期GPA」と在学中の全期間における「累積GPA」の二種類があります。学業成績

表には学期GPAと累積 GPAが記載され、成績証明書には累積GPAが記載されます。

（3） 学業成績表
学業成績表は特定期間内にWeb で閲覧可能です。紙媒体での郵送は行いません。利用に当たっては「keio.jp」�

の ID・パスワードが必要です。閲覧期間等の詳細はWeb で告知します。なお、パスワードの再発行等、Webシス

テムの利用案内については、「第 2　Web システム」の項を参照してください。

（4） 学業成績証明書
学業成績証明書に単位を修得した科目の成績評語が反映されるのは、春学期分は 9月 24 日以降です。秋学期分は�

4月 1日以降に反映されますが、修了決定者については修了の日（春学期末：9月 5日、秋学期末：3月 10日）以降

の最初の平日から学内証明書発行機、もしくは全国のコンビニエンスストアにて発行可能です。

8 取得可能学位

本大学において授与する学位については、以下を確認してください。

・学位規程第 2条（関係規程抜粋 P. 45）

・大学院案内

https://www.keio.ac.jp/ja/academics/graduate/

- 22 -

https://www.keio.ac.jp/ja/academics/graduate/


1 試 験

随時授業時間内に行われます。なお、学部と併設する修士課程の科目については学部に準じ定期試験を行うことが�

あり、追加試験の対象ともなります。日程は「第 1　学事関連スケジュール（三田）」の項を参照してください。

※�定期試験時間割、持ち込み指示、受験に関する注意事項等の詳細は、塾生サイトやK-Support（「Apps」→「授業」→�

「試験時間割」）で必ず確認してください。

※�定期試験・追加試験のWeb ページ：https://www.students.keio.ac.jp/mt/class/exam/

＜定期試験に関する注意＞

a 	 �受験に際しては不正行為のないように、真摯な態度で臨んでください。

b 	 �答案用紙は必ず提出しなければなりません。持ち帰った場合は不正行為と判断され、処分の対象とされます。

c 	 �学生証を必ず携帯し、提示してください。

d 	 �試験当日、万一学生証を携帯しなかった場合は、学生部総合窓口で必ず仮学生証（発行当日に限り全キャンパ

スで有効、図書館入館も可）の交付を受けてください。なお、仮学生証の発行には、手数料 500 円が必要です。

e 学生証または仮学生証を携帯せずに試験教室に入室することは一切認められません。

f 	 �仮学生証発行手続により、試験教室への入室が遅れても試験時間の延長はありません。また、追加試験の対

象とはなりません。

g 	 �答案用紙の担当者および科目名ならびに学籍欄の記入事項はすべて略さず正確に記入してください。記入が

ない場合、成績はつきません。

h 	 �試験開始後 20 分までの遅刻の場合は、試験を受験することができます（試験時間の延長はありません）。�

ただし、遅刻理由が本人に過失のない電車遅延等追加試験の対象となるものの場合、当該試験をそのまま受

験するのか、それとも追加試験の申請をするのかは、本人の判断に依ります。電車遅延発生に伴い試験開始

時間を遅らせる場合がありますので、必ず試験会場に向かって試験監督の指示に従ってください。

i 	 �試験開始後は途中退室を認めません。

2 レポート

レポートを提出する場合は以下を厳守してください。

（1）指定された期間に指定された方法で提出してください。

（2）�オンラインでレポートを提出する場合、提出期限直前は通信トラブルが発生しやすくなります。期限に余裕を�

持って提出するようにしてください。

ChatGPT 等生成 AI の使用について

　各授業科目において、学部・研究科や担当教員が生成AIの利用を奨励もしくは許可する場合には、当該教員
等が示す方針のもとで適正に活用してください。ただし、生成AI を利用してレポート等を作成した場合には、
その旨を明記することが必要です。
　なお、生成AI の利用は他者の力を借りることと同じ意味を持ちます。各授業科目における課題や試験等に
関して、独力で取り組むことが求められている場合には、生成AI を利用することは認められません。

参考：慶應義塾における生成AI の利用ガイドライン（情報センター）
https://www.itc.keio.ac.jp/ja/software_ai_guideline.html

第 6 試 験
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1 窓口案内
（1） 学生生活支援

課外活動、課外教養等に関することを取り扱っています。
（2） 福利厚生支援

奨学金やその他の経済支援制度、学生健康保険互助組合等に関することを取り扱っています。
（3） 就職・進路支援

就職・進路相談、OB・OG情報、就職イベント（セミナー）、求人情報等に関することを取り扱っています。
（4） 学生相談室

学生生活を送っていく中で出会う様々な問題について、カウンセラーとともに話し合っていきます。

2 学生生活支援
以下については、学生部学生生活支援担当窓口（以下この章では「窓口」という）において必要な手続を行ってください。
なお、以下の運用については変更する可能性があります。最新の運用については塾生サイト「学生生活」にて確認して
ください。

https://www.students.keio.ac.jp/com/life/extracurricular/club.html

（1） 学外行事・海外活動の届出、団体割引の届出
対 象	 ……	公認学生団体・研究会が学外・海外にて行う活動
手 続	 ……	学生団体活動支援システムにて申請
申 込 期 日	 ……	学生団体活動支援システム「学外行事・海外活動の申請手引き」を参照
備 考	 ……	 �受理されると「学生教育研究災害傷害保険（P. 26 参照）」の対象となり得ます。また、団体

割引に関する証明も受け付けます。
（2） 備品借用の申請

対 象	 ……	公認学生団体の備品借用　［例］ステッカー、ワイヤレスマイク、塾旗、椅子、机等
手 続	 ……	窓口に「借用書」を提出
申 込 期 日	 ……	借用希望日の 4日前まで（土・日・祝日・義塾が定めた休日を除く）

（3） 掲示・チラシ配布の申請
対 象	 ……	公認団体のポスターの掲示やチラシの配布（学生部学生生活支援担当が許可した物に限る）
手 続	 ……	掲示：窓口に申し出て「掲示物受付簿」を記入
		  配布：窓口に「届出書（中庭の使用）」を提出（チラシの原本またはコピーを添付のこと）
		  ※配布物には必ず団体もしくは担当者の連絡先を明記してください。
申 込 期 日	 ……	掲示：随時
		  配布：配布希望日の 4日前まで（土・日・祝日・義塾が定めた休日を除く）
備 考	 ……	掲示はA2サイズのスペースまで 10 日間掲示可能

（4） 伝言板（「DENGON」）
対 象	 ……	塾生間の連絡用（学生部学生生活支援担当が許可した掲示物に限る）
手 続	 ……	 �窓口に申し出て「掲示物受付簿」を記入。掲示物には必ず所属・氏名・連絡先を明記してく

ださい。
備 考	 ……	A 4 用紙 1枚のみ 10 日間掲示可能

（5） 車輌入構の申請
塾生の車輌入構は認められていません。やむを得ず公認学生団体の活動に必要な車輌入構がある場合は下欄を参
照してください。
手 続	 ……	窓口に「届出書（車輌入構）」を提出
申 込 期 日	 ……	入構希望日の 4日前まで（土・日・祝日・義塾が定めた休日を除く）

（6） 配布物・閲覧物関係
ボランティア募集や公募関係の案内をファイル等により窓口で公開しています。

第 7 学生生活
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3 奨 学 金
（1） 「奨学金案内」

奨学金を申請する前に、「奨学金案内」を必ず確認してください。「奨学金案内」は 3月中旬頃より、塾生サイトの

奨学金ページに掲載します。

https://www.students.keio.ac.jp/com/scholarships/apply/form.html

（2） 主な奨学金
奨学金に関する情報は塾生サイトの奨学金ページの奨学金公募情報一覧に掲載します。

慶應義塾大学大学院奨学金〔給付〕	…	 �5 月に申請受付を行います。

慶應義塾大学修学支援奨学金〔給付〕	…	 �急激な家計状況の変化（大規模自然災害による被災を含む）、あるいは継続

的な困窮のため経済的に修学が困難な者を支援します。

		 年 2 回申請受付を行います。

指 定 寄 付 奨 学 金〔給付〕	 …	 �主に 4月・5月に申請受付を行います。

日本学生支援機構奨学金〔貸与〕	…	 �原則、春（ 4月上旬）と秋（10 月上旬）に申請受付を行います。第一種（無

利子）、第二種（有利子）と授業料後払い制度（無利子）があり、その他に家

計急変者を対象とした緊急採用（第一種）・応急採用（第二種）もあります。

	 …	 �募集は主に 4・5月に行います。

※�留学の際に利用できる奨学金、外国人留学生の奨学金については、国際センターWeb ページ

（https://www.ic.keio.ac.jp/）を参照してください。

4 就職・進路
就職・進路支援担当では、会社案内や企業からの求人票、OB・OG訪問のためのコンタクト先等就職活動に関する情報

を提供しています。また就職イベント（セミナー）、個別相談、『就活支援サイト』など、就職活動をサポートする様々な

サービスもご用意しています。活動する中でわからないこと、困ったこと等があった場合は、就職・進路支援担当の

窓口にお気軽にご相談ください。詳細は塾生サイト、以下ページの上部黄色いバー「就職・進路」から各項目がご覧�

いただけます。

https://www.students.keio.ac.jp/com/career/service/

5 学生相談室
学生相談室では、学生生活を送る中で出会うさまざまな問題について、カウンセラーとともに話し合うことができます。

困ったときは気軽にご相談ください。原則として予約制ですが（電話予約可）、可能な限りその場で対応します。友人

や家族と一緒のご相談も可能です。必要に応じて他の窓口への紹介も行います。相談内容については、秘密を守ります。

また学生相談室では、カウンセリングだけでなく、より豊かで充実したキャンパスライフを送れるよう、様々な企画を

用意しています。開催に関してはWeb 等でお知らせします。

問い合わせ先：03 - 5427 - 1575

https://www.students.keio.ac.jp/com/life/consult/counseling-room.html

民間団体・地方公共団体による�
奨学金〔給付・貸与〕
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6 学生健康保険互助組合
学生健康保険互助組合では、医療給付や契約旅館に対する宿泊費補助等を行っています。また、日吉塾生会館内にト

レーニングルームを設置しています。その他にも、以下のWeb ページで公開している『健保の手引き』で様々な案内

をしていますので、詳細を確認してください。『健保の手引き』は学生部福利厚生支援担当窓口でも配布しています。

※�医療給付は、健康保険の保険証を提示して医療機関にかかった場合、窓口で支払った自己負担額の一部について、組

合から医療費給付を受けられる制度です。詳細については、『健保の手引き』を参照してください。

https://www.students.keio.ac.jp/com/life/health

7 学生教育研究災害傷害保険
教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために、大学で保険料の全額を負担し、日本国際教育支援協会の「学生教育研

究災害傷害保険」（略称「学研災」）に加入しています。

学生教育研究災害傷害保険

https://www.students.keio.ac.jp/com/life/health/insurance.html

この保険の適用を受ける「教育研究活動中」とは次の場合をいいます。

（1） 正課中
講義、実験・実習、演習または実技による授業（総称して以下「授業」といいます）を受けている間をいい、次に掲

げる間を含みます。（学外で活動する場合、所定の手続が必要です。）

① �指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、もっぱら被保険者

の私的生活にかかわる場所において、これらに従事している間を除きます。

② �指導教員の指示に基づき、授業の準備もしくは後片付けを行っている間、または授業を行う場所、大学の図書

館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。

③ �大学設置基準第 28 条および大学院設置基準第 15 条の規定に基づき、他の大学または短期大学の正課を履修

している間。なお、ここにいう「他の大学または短期大学」には、外国の大学または短期大学も含みます。

（2） 学校行事中
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式等の教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。

（3） （1）（2）以外で学校施設内にいる間
大学が教育活動のために所有、使用または管理している施設内にいる間。ただし、寄宿舎・学生寮にいる間、大学

が禁じた時間もしくは場所にいる間、大学が禁じた行為を行っている間を除きます。

（4） �通学中または学校施設等相互間の移動中
被保険者の住居等と学校施設等との間の通学、学校施設等相互間の移動中に発生した事故によって身体に傷害を

被った場合に保険金が支払われます。

（5） 学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
大学の規則に則った所定の手続により、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を

行っている間。ただし山岳登はんやハンググライダー等の危険なスポーツを行っている間を除きます。

保険金は本人（被保険者）の申請に基づき支払われますので、上記活動中に万一事故にあった場合は、学生生活支援担

当窓口で相談のうえ、本人が所定の手続を行ってください。また、本保険の適用が円滑に行われるよう、公認学生団体

および研究会が学外で活動する場合は、その都度「学外行事届」を提出してください。

その他この保険に関する詳細については、入学時に配布した「学研災のしおり」や「学研災のごあんない」で確認して

いただくか、直接学生生活支援担当窓口で尋ねてください。
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8 任意加入の補償制度
任意加入の補償制度としては、以下の 2種類があります。資料請求や加入希望の場合は直接連絡をしてください。
（1） 「塾生総合補償制度」
　　　（株）慶應学術事業会（慶應義塾関連会社）	 TEL 03-3453-6098
（2） 「学生総合共済」・「学生賠償責任保険」
　　　慶應生活協同組合			   TEL 045-563-8489

9 障害学生支援（合理的配慮）
慶應義塾大学は障害のある学生が、他の学生と同様・同等な教育を受けることができるように必要な修学機会の確保
に向けた、支援内容や方法の提供に努めます。支援の対象となるのは、慶應義塾大学の学部・研究科に所属する学生
です。また、支援の内容は、当該学生の障害の内容によって異なりますが、本人からの申し出を起点とし、必要となる
支援の内容と大学が提供できる支援の内容を、建設的な話し合いの場において都度すり合わせを行い、支援の内容�
（合理的配慮の提供）を決定します。申し出から配慮内容決定までには 1ヶ月程度の期間を要します。また、合理的配慮
の継続を希望する場合は、学期ごとの申請が必要となります。
申請手続等の詳細は協生環境推進室Web ページを参照してください。

https://www.diversity.keio.ac.jp/bf/index.html

※�合理的配慮とは：「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（2013 年）の第七条において、「障害者から�
現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない
ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会
的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と規定されていることに鑑み、必要な
対応を行うことを「合理的配慮の提供」と定義しています。

10 健康管理
（1） 保健管理センター（慶應義塾三田診療所）

健康管理、診療、保健教育、健康情報提供、環境衛生などの業務を行っています。塾生は内科診療（有料）や怪我
等の応急処置、健康相談、などで利用できます。また、予約制ですが、精神科診療（有料）も受けられます。体調
が悪いときは、各キャンパスの診療所を利用してください（外部医療機関に直行されても構いません）。詳細は�
保健管理センターのWebサイトを参照してください。   https://www.hcc.keio.ac.jp/ja/index.html

（2） 健康相談
有意義な学生生活を送るためには、心身ともに健康でなくてはなりません。また将来のためにも学生である今から
より良い生活習慣を身につけておく必要があります。
保健管理センターでは健康相談として、医師や保健師から健康に関するアドバイスを受けることができます。通常
は無料ですので、気軽に相談してください。詳細は保健管理センター窓口で確認してください。

（3） 保健管理センターでの応急処置としての市販薬の使用
保健管理センターでは、学生本人の希望があれば、応急処置として、市販薬を使用することがあります。その場合、
大学の保健管理センターでは、利用される方が未成年であっても、通常、保護者の同意の確認は行っていません。
薬剤アレルギーや薬剤に対する皮膚過敏症がある方、その他の理由で特定の薬剤の使用を希望されない方は、保
健管理センター利用時に必ず自己申告してください。
頭痛、生理痛、喘息、食物アレルギー、その他治療中の疾患など持病をお持ちの方は、各人で常備薬、発作時に使
用する薬を常に持参されることをお勧めします。
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（4） 定期健康診断
年 1回、就学上の配慮の必要性を検討するために定期健康診断を行います。定期健康診断は学校保健安全法および
慶應義塾大学学則での受診が義務づけられていますので必ず受診してください。なお、健康診断結果は個別に郵送�
はしていません。ご自身で上記保健管理センターのWebサイト内のリンクにアクセスして確認してください（「健康
診断について」→「学生定期健康診断の結果について」→「学生健診結果」）。
健康診断を受診しないと「健康診断証明書」が発行されません。健康診断の日程、会場はK-Support のニュース
を参照してください。指定された期間以外の健康診断は実施していません。ただし、健康診断期間中に休学中、
留学中だった場合や、学校感染症罹患で登校禁止期間であった場合、傷病により通学不可能であった場合は別途
ご相談ください。

（5） 感染症の予防措置
本キャンパスでは、麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、水痘�
（みずぼうそう）、百日咳、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などの感染症の罹患報告を�
お願いしています。
これらの学校感染症にかかった場合は、学校保健安全法により出席停止となります。罹患した場合は、ただちに
Webサイト（https://www.hcc.keio.ac.jp/ja/infection/report.html）にアクセスし、保健管理センターへ罹患報告を
してください。また、登校する際には、必ず「感染症登校許可証明書」（Web サイト〈https://www.hcc.keio.ac.jp/�
ja/infection/report.html〉からダウンロード可）に必要事項を記載して、登校再開日に保健管理センターへ提出�
してください。罹患した感染症によっては主治医からの診断書や保健管理センター学校医との面接が必要になる
こともあります。詳細は保健管理センターWeb サイトをご確認ください。
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1 注意事項

（1）履修申告システム
P. 10 および履修申告システム操作マニュアルを参照してください。
https://www.students.keio.ac.jp/com/class/system/course-reg-manual.html
履修申告システムは、保守のため午前 4：00 ～ 1 時間程は利用できません。

・締切時間を過ぎると履修申告ができません。時間に余裕をもって履修申告を行ってください。
・申告期間中であれば、何度でも履修の修正が可能です。
・履修申告後は、登録済科目確認画面を印刷し、保管してください。学生部学事担当での閲覧・照会はできません。
・�申告期間中に時間割が変更される場合があります。塾生サイト等に留意し、必要があれば期間内に履修の修正
を行ってください。

（2）未履修申告
申告期間内に履修申告をしない場合は、就学の意志がないものとして退学処分になることがありますので、十分
注意してください（学則第 161 条）。

■今年度履修申告をしない場合
すでに所定単位を修得済などの理由で、今年度履修申告をしない場合は、指導教員の承認を得たうえで、履修�
申告システムの「新規履修申告科目なし」を申請してください。

（3）Web 履修申告期間（一次）・（二次）について
履修申告期間（一次）中に、すべての履修希望科目の登録を済ませてください。履修申告（一次）期間終了後、 
履修希望者多数となった科目については抽選および履修制限を行います。
履修申告期間（一次）で抽選・履修制限が行われた科目は、履修申告期間（二次）には追加履修することができま
せん。
履修申告に誤りがあれば登録されず、履修調整（抽選）の対象になりませんので注意してください。
履修申告に追加・修正が発生する場合には、履修申告期間（二次）に対応してください。なお、履修申告期間（二次）
に受け入れ可能人数を超えた科目は、履修申告期間（二次）内または終了後に抽選および履修制限を行う可能性が
あります。詳細はWeb 等を確認してください。

（4）分野変更
一度履修・修得・認定した科目の分野は原則として変更できません。

（5）他地区設置授業を履修する場合の注意事項
地区間を移動するにあたり、移動不可能な履修申告はできません。
例①：3限に三田キャンパスの授業を履修し、4限に日吉キャンパスの授業を履修する。
例②：2限に三田キャンパスの授業を履修し、3限に湘南藤沢キャンパスの授業を履修する。
なお、三田・日吉キャンパスの移動に関しては、昼休みをはさむ 2・3時限の履修は可能としますが、授業に遅れ
てしまう場合も有り得ますので、十分に注意してください。

（6）「遠隔（オンライン）授業」の履修について
K-LMS 等に掲載されている、「オンライン授業受講におけるガイドライン」（K-LMS＞ Links&Help ＞ 受講生
マニュアル＞ Student Guide）を確認してください。
異なる地区において連続した時限に開講される授業であっても、一方または両方が遠隔（オンライン）授業�
（例：1時限目に日吉の遠隔授業、2時限目に三田の遠隔授業）の場合、履修することは可能とします。ただし、�
遠隔（オンライン）授業であっても一部対面授業を実施する、授業内試験を対面で実施する等、履修上の不都合が
発生する場合もあります。異なる地区において連続した時限で開講される授業で、一方または両方が遠隔（オン
ライン）授業である場合には、シラバスで授業実施形態の詳細を確認すると同時に、科目担当者への確認等を行い、
不都合がないことを確認したうえで、自身の責任のもと履修するようにしてください。

（7）休学、留学、退学予定の場合
休学、留学、退学を考えている場合も、必ず履修申告してください（ただし、前年度の教授会において当該年度の
休学・留学が承認されている場合を除く）。

第 8 履修要項
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2 履修申告の流れ

【春学期】

4 月 3 日（金）
12：30

～ 4 月 6 日（月）
16：00

春学期科目　履修申告期間（一次）

対象科目：春学期科目、セット科目、通年科目
すべての履修希望科目の登録をすませてください。履修申告期間（一次）終了後、履修希望者多数となった
科目については抽選および履修制限を行います。

4 月 7 日（火）
16：00
（予定）

履修確認画面公開①

履修申告期間（一次）に抽選・履修制限が行われた科目の抽選結果が反映されます。「不許可」となった科目
は、各自で履修申告期間（二次）に修正してください。

4 月 7 日（火）
16：00

～ 4 月15日（水）
10：00

春学期科目　履修申告期間（二次）

履修申告期間（一次）に登録した科目を削除したり、新たな科目を追加登録することができます。ただし、
履修申告期間（一次）終了後に履修制限が行われた科目を、履修申告期間（二次）中に申告することはでき
ません。
※�履修申告期間（一次）終了時点で抽選を行っていない科目でも、履修申告期間（二次）に受け入れ可能人数
を超えた場合は、履修申告期間（二次）内または終了後に抽選および履修制限を行うことがあります。
※�オンライン授業の場合は、前日 24：00 までに履修登録をしていないと、K-LMS に履修データが反映さ
れず、初回授業を受講することが出来ません。
※�履修制限情報が「許可者指定予定」の場合、初回授業終了後に担当教員が選抜を行います。不許可となった
場合は、各自で履修申告期間（二次）に修正してください。

4 月20日（月）
16：00
（予定）

履修確認画面公開②

履修確認画面に、最終的な抽選結果や履修エラーがある場合の修正指示が反映されます。
自分が履修申告した科目の最終確認を、全員必ず行ってください。
この確認を怠ったために生じた問題（申告漏れ、科目間違い等により、結果として進級・修了単位不足と
なる等）について、大学側は一切責任を負いません。

4 月21日（火）
8：45

～ 4 月22日（水）
16：00

履修エラー修正期間　※下記対象者のみ

新たな履修科目の追加や、履修エラーがない科目の修正・削除は一切認められません。
（特段の指示がある場合を除く）
対 象 者：履修エラーがあり、修正指示を受けた者
申告方法：対象者に個別に通知します
エラー修正期間経過後は今学期の履修確認が終了したものとみなし、履修内容は確定されます。

4 月29日（水・祝）
10：00

～ 4 月30日（木）
16：00

履修登録取消期間①

趣　　旨：‌�履修登録をして授業に出席したものの、授業の内容が学びたい内容とは異なっていた、授業に
対する知識が不足していることに気づいた、履修科目数を減らしたいといった理由がある場合
には、履修を取り消すことができます。

　　　　　なお、原則として進級・修了条件を満たさなくなるような取消は認められません。
対象科目：‌�通年科目、セット科目、春学期科目、春学期前半科目のうち、別表の条件を満たす科目
　　　　　※通年・セット科目はこの期間でしか取消できません。
取消上限：各期間あたり 8単位

6 月24日（水）
10：00

～ 6 月25日（木）
16：00

履修登録取消期間②

趣　　旨：履修登録取消期間①に同じ
対象科目：春学期後半科目のうち、別表の条件を満たす科目
取消上限：各期間あたり 8単位
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【秋学期】

9 月25日（金）
12：30

～ 9 月28日（月）
16：00

秋学期科目　履修申告期間（一次）

対象科目：秋学期科目（春学期科目、セット科目、通年科目の履修修正はできません）
すべての履修希望科目の登録をすませてください。履修申告期間（一次）終了後、履修希望者多数となった
科目については抽選および履修制限を行います。
※�秋学期から復学する休学者・留学者（履修申告期間（一次）終了日までに就学の手続きを行ったものに
限る）も、原則、左記の期間内に履修申告システムから通常通り履修申告をしてください。
ただし、一部の科目については履修申告システムから登録することができません。K-Support ニュース
を参照し、所定の方法で履修申告を行ってください。
・‌�留学終了日が履修申告期間（一次）終了日後のため履修登録ができない場合は、K-Support ニュースを
参照し、所定の方法で履修申告を行ってください。

9 月29日（火）
16：00
（予定）

履修確認画面公開①

履修申告期間（一次）に抽選・履修制限が行われた科目の抽選結果が反映されます。「不許可」となった科目
は、各自で履修申告期間（二次）に修正してください。

9 月29日（火）
16：00

～10月 8 日（木）
10：00

秋学期科目　履修申告期間（二次）

履修申告期間（一次）に登録した科目を削除したり、新たな科目を追加登録することができます。ただし、
履修申告期間（一次）終了後に履修制限が行われた科目を、履修申告期間（二次）中に申告することはでき
ません。
※�履修申告期間（一次）終了時点で抽選を行っていない科目でも、履修申告期間（二次）に受け入れ可能人数
を超えた場合は、履修申告期間（二次）内または終了後に抽選および履修制限を行うことがあります。
※�オンライン授業の場合は、前日 24：00 までに履修登録をしていないと、K-LMS に履修データが反映さ
れず、初回授業を受講することが出来ません。
※�履修制限情報が「許可者指定予定」の場合、初回授業終了後に担当教員が選抜を行います。不許可となった
場合は、各自で履修申告期間（二次）に修正してください。

10月14日（水）
16：00
（予定）

履修確認画面公開②

履修確認画面に、最終的な抽選結果や履修エラーがある場合の修正指示が反映されます。
自分が履修申告した科目の最終確認を、全員必ず行ってください。
この確認を怠ったために生じた問題（申告漏れ、科目間違い等により、結果として進級・修了単位不足と
なる等）について、大学側は一切責任を負いません。

10月15日（木）
8：45

～10月16日（金）
16：00

履修エラー修正期間　※下記対象者のみ

新たな履修科目の追加や、履修エラーがない科目の修正・削除は一切認められません。
（特段の指示がある場合を除く）
対 象 者：履修エラーがあり、修正指示を受けた者
申告方法：対象者に個別に通知します
エラー修正期間経過後は今学期の履修確認が終了したものとみなし、履修内容は確定されます。

10月22日（木）
10：00

～10月23日（金）
16：00

履修登録取消期間③

趣　　旨：履修登録取消期間①に同じ
対象科目：秋学期科目、秋学期前半科目のうち、別表の条件を満たす科目
　　　　　※通年・セット科目をこの期間に取消すことはできません。
取消上限：各期間あたり 8単位

12月14日（月）
10：00

～12月15日（火）
16：00

履修登録取消期間④

趣　　旨：履修登録取消期間①に同じ
対象科目：秋学期後半科目のうち、別表の条件を満たす科目
取消上限：各期間あたり 8単位
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〈別表〉

履
修
登
録
取
消
が

で
き
る
科
目

三田科目
文学研究科設置科目
文学部設置科目 すべて取消可（ただし博物館学実習を除く）

他学部・他研究科、
諸研究所・センター等設置科目※ 当該設置学部等が取り消しを認める科目であれば取消可

日吉科目
文学部設置科目 すべて取消可

※�特定期間集中科目の履修登録取消を希望する場合は、授業初日の翌日までに学生部文学研究科担当に申し出てくだ
さい。
※�他学部・他研究科、諸研究所・センター等設置科目のうち、履修登録取消が認められない科目は以下のWeb ページ
で確認してください。
　https://www.students.keio.ac.jp/com/class/registration/other-faculties.html

（1）履修科目の登録方法
①　時間割で授業科目名、担当者名と登録番号（ 5桁）を十分確認してください。
②　�1 つの授業科目には 1つの登録番号が付いています。集中講義等、曜日・時限が複数にわたっている授業科
目についても、登録番号は 1つだけです。その登録番号を 1つ登録することで他の時限についても登録され
ます。この場合、どの曜日・時限にも別の科目を登録することはできません。

③　�履修科目により、登録番号を登録するだけで自動的に分野が登録される場合（「A欄」申告）と、各自分野を
選択しなければならない場合（「B欄」申告：2桁の B欄分野番号を登録）があります。どちらの欄で登録す
るかは、「（2）Ａ欄・Ｂ欄について」を参照してください。

（2） A 欄・B 欄について
履修申告欄は、A欄・B欄によって構成されており、以下のとおり区分されています（文学研究科の専攻・分野
一覧は、P. 33 参照）。次頁〈分野表〉を参考に、必要に応じてA欄・B欄を選択してください。
〈A欄で登録する科目〉
　自身が所属する課程・専攻（分野）設置科目
　例：史学専攻日本史学分野の学生が、日本史学分野設置科目を履修する場合
〈B欄で登録する科目〉
　上記以外の科目（認定科目、自由科目として申告する科目）
　例：史学専攻日本史学分野の学生が、民族学考古学分野設置科目を履修する場合
　　　修士課程美学美術史学専攻アート･マネジメント分野の学生が、美学美術史学分野設置科目を履修する場合
　なおB欄で申告する際は、次頁「分野表」のB欄分野番号を指定の上、登録してください。

〈大学院共通科目・諸研究所・センター設置科目の履修について〉
以下の科目については、指導教員より課程における研究遂行上の特段の履修指示がある場合は、認定科目（B欄
12）として履修できます（それ以外の場合は自由科目として履修）。その他の研究所・センター設置科目はいずれ
も自由科目（B欄 99）として履修申告してください。

福澤研究センター
近代日本研究特殊演習Ⅰ

近代日本研究特殊演習Ⅱ

アート・センター
アート・アーカイヴ特殊講義

アート・アーカイヴ特殊講義演習

教学マネジメント推進センター
（大学院共通科目） 設置科目の詳細は P. 41 を参照のこと
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〈分野表〉

【修士課程】　修士課程の学生は、後期博士課程設置科目を履修することはできません。
修了必要
単位数 種　　　　類 B欄

分野番号 分野コード A欄・B欄の区別

32単位

文学研究科
　修士課程所属専攻（分野）設置科目 ― 01－01－01 A欄で申告すると自動的に01－01－01の分野で登録されます。

認定
科目
（注 1）

所属専攻・分野以外の修士課程設
置科目、大学院共通科目・諸研究
所・センター設置科目（大学院生
を対象とする科目）等の中で、指
導教員より、修士課程における研
究遂行上の特段の履修指示がある
科目

12 01－02－01 B 欄分野番号を指定した上で登録してください。

他大学交流科目（P. 39 参照） ― 01－03－01

履修上限：8単位まで（課程修了に
必要な単位として認定）
所定の期間内に申請してください。
許可された科目の履修登録は学生部
文学研究科担当が行います。

―
自由
科目
（注 2）

学部設置科目、諸研究所・セン
ター設置科目（学部生を対象とす
る科目）等

99 09－01－01 B 欄分野番号を指定した上で登録してください。

【後期博士課程】
修了必要
単位数 種　　　　類 B欄

分野番号 分野コード A欄・B欄の区別

12単位

文学研究科
　後期博士課程所属専攻（分野）設置科目 ― 01－01－01 A欄で申告すると自動的に01－01－01の分野で登録されます。

認定
科目
（注 1）

所属専攻以外の後期博士課程設置
科目、修士課程設置科目、大学院
共通科目・諸研究所・センター設
置科目（大学院生を対象とする科
目）等の中で、指導教員より、後
期博士課程における研究遂行上の
特段の履修指示がある科目

12 01－02－01 B 欄分野番号を指定した上で登録してください。

―
自由
科目
（注 2）

学部設置科目、諸研究所・セン
ター設置科目（学部生を対象とす
る科目）等

99 09－01－01 B 欄分野番号を指定した上で登録してください。

（注 1）・�課程修了に必要な単位として認定されますので、この登録には指導教員の許可が必要となります。履修
登録前に必ず指導教員の許可を得てください。許可がない場合や、文学研究科で自由科目として履修す
るよう定められている場合は、自由科目として登録してください。
・�美学美術史学専攻の美学美術史学分野とアート・マネジメント分野、図書館・情報学専攻の図書館・情
報学分野と情報資源管理分野の学生が同専攻他分野（自分の所属しない分野）の科目を履修する場合、
認定科目としての履修上限はそれぞれ 8単位です。

（注 2）・�課程修了に必要な単位としては計算されません。
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他研究科生の履修を制限する科目（大学院）�

【注意事項（全研究科）】
1．�必ず事前に履修案内等を熟読し、他研究科設置科目履修に必要な手続をしてください。
下記の科目以外にも、個々の授業によって履修の制限をする場合があります。必ず講義要綱・シラバスを熟読してください。

2．初回の授業で履修に関するガイダンスや履修の制限を行う場合があります。必ず初回の授業に出席してください。

地
区 研究科 制　限　科　目

三
　
　
田

文学研究科 個々の授業において判断しますので、シラバスを熟読
のうえ、科目担当者に直接確認してください。

経済学研究科

1 ．不可
◆東京科学大学設置科目
◆早稲田大学設置科目
◆一橋大学設置科目
◆CEMS MIM学生のみを対象とする科目
2 ．条件付不可
なし
3 ．優先される科目
なし

法学研究科

1 ．不可
なし
2 ．条件付不可
なし
3 ．優先される科目
なし

社会学研究科

1 ．不可
なし
2 ．条件付不可
なし
3 ．優先される科目
なし

商学研究科

1 ．不可
なし
2 ．条件付不可
なし
3 ．優先される科目
なし

法務研究科
（法科大学院）

原則、すべて不可。ただし、一部の研究科のみ相互
履修制度あり。

芝
　
共
　
立

薬学研究科

1 ．不可
講義科目以外の全ての科目
2 ．条件付不可
講義科目についても、科目担当者の許可が必要。
3 ．優先される科目
なし

日
　
　
吉

経営管理研究科

1 ．不可
◆基礎科目
◆総合演習科目
◆特殊講義
◆演習
◆EMBAプログラム学生のみを対象とした科目
2 ．条件付不可
その他の科目は科目担当者の許可が必要。
履修希望者は、事前に履修の可否について科目担当
者に問い合わせてください。（科目担当者の連絡先が
わからない場合には、日吉学生部大学院担当へ）
3 ．優先される科目
なし（※経営管理研究科の履修申告期間は他の研究科
よりも早いので注意してください。）

システムデザイン・
マネジメント研究科

1 ．不可
◆日本語開講のコア科目
◆プロジェクトマネジメント（英）
◆特別研究科目
◆プロジェクト科目
◆理工学研究科との併設科目
◆イノベーションのためのワークショップデザイン論 1
◆イノベーションのためのワークショップデザイン論 2
2 ．条件付不可
その他の科目は科目担当者が許可しない場合は履修
不可。
履修希望者は、事前に履修の可否について科目担当者
に直接確認してください。
3 ．優先される科目
なし

地
区 研究科 制　限　科　目

日
　
　
吉

メディアデザイン
研究科

1 ．不可
◆共通基盤科目
◆プロジェクト科目
◆特別研究科目
◆CEMS学生のみを対象とした科目

2 ．条件付不可
その他の科目は科目担当者の許可が必要。
履修希望者は、事前に履修の可否について科目担当者
に直接確認してください。
科目担当者から返信がない場合は、学生部（KMD
担当：kmd-office@adst.keio.ac.jp）にご連絡くだ
さい。

3 ．優先される科目
なし

矢
　
　
上

理工学研究科

1 ．不可
◆研究科目（課題研究・特別研究第 1・特別研究第 2 ）
◆研究科目（修士研究 1・修士研究 2・博士研究 2 ）
◆総合科目
◆日本語
◆カリキュラムの限定科目としている科目

上記以外の理工学研究科設置科目については、科目
担当者が許可しない場合は履修不可。
履修希望者は、事前もしくは初回の授業にて、履修
の可否について科目担当者に直接確認してください。

湘
　
南
　
藤
　
沢

政策・メディア
研究科

1 ．不可
◆�修士論文 1 、修士論文 2 、修士活動報告 1 、 

修士活動報告 2
◆特別研究
◆修士研究会

2 ．条件付不可
◆フィールドワーク A、フィールドワーク B、
　フィールドワーク C、フィールドワーク D
◆インターンシップＡ、インターンシップＢ
◆グローバル・パートナーズ・ネットワーキング
◆グローバル・イシュー・プラクティス
◆環境デザイン・フィールド・ワークショップ
◆�環境デザイン特別演習 1 、環境デザイン特別演習 2 、

環境デザイン特別演習 3
◆先端フィールドワークA、先端フィールドワーク B、
　先端フィールドワークC、先端フィールドワーク D
◆サイバーリーダーシップ

3 ．優先される科目
なし

健康マネジメント
研究科

1 ．不可
特別研究

2 ．条件付不可
その他の科目は、科目担当者が許可しない場合は履修
不可。

3 ．優先される科目
なし

信
　
濃
　
町

医学研究科

修士課程
◆�医療倫理学・医学方法論・医学概論を除くすべて

の選択必修科目
博士課程
◆�生命倫理学・医科学方法論・医学特別講義を除く

すべての主科目

※�履修者は履修申告期間前に信濃町学生課に連絡
してください。

※最新情報を必ず以下の塾生サイトで確認してください。
https://www.students.keio.ac.jp/com/class/registration/
other-faculties.html

https://www.students.keio.ac.jp/com/class/registration/other-faculties.html
https://www.students.keio.ac.jp/com/class/registration/other-faculties.html
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3 課程修了にいたるまでの要件
課程修了の認定は、研究科委員会が行う。（学則第 109 条）
（1）修士課程

文学研究科修士課程に 2年以上在籍し、32 単位以上の授業科目を修得し、かつ研究上必要な指導を受けたうえ、
修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を挙げた者につ
いては、大学院に 1年以上在学すれば足りるものとする。（学則第 11 条・15 条・109 条参照）

（2）後期博士課程
文学研究科後期博士課程に 3年以上在籍し、原則として各年度 2科目 4単位以上を 3年にわたり履修、指導教授
の担当する 2科目を含め、合計 6科目 12 単位以上の授業科目を修得したうえ、学位論文（博士論文）の審査及び
最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を挙げたものについては、大学院に
3年（修士課程に 2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における 2年の在学期間を含む。）
以上在学すれば足りるものとする。（学則第 18 条・19 条・109 条参照）
※�上記要件のうち、学位論文の審査及び最終試験を除き、所定の教育課程を終えた段階で修了する場合「単位取得
退学者」として扱われます。（「 4　単位取得退学および在学期間延長」参照）

（3）取得可能な学位
本大学において授与する学位については、以下を確認してください。
・学位規程第 2条（関係規程抜粋 P. 45）
・大学院案内
https://www.keio.ac.jp/ja/academics/graduate/

修士課程
専　　攻 分　　野 学　　位

哲学・倫理学専攻
哲学分野

修士（哲学）
倫理学分野

美学美術史学専攻
美学美術史学分野 修士（美学）

アート・マネジメント分野 修士（アート・マネジメント）

史学専攻

日本史学分野

修士（史学）
東洋史学分野

西洋史学分野

民族学考古学分野

国文学専攻
国文学分野 修士（文学）

日本語教育学分野 修士（日本語教育学）

中国文学専攻

修士（文学）
英米文学専攻

独文学専攻

仏文学専攻

図書館・情報学専攻
図書館・情報学分野

修士（図書館・情報学）
情報資源管理分野

後期博士課程
専　　攻 分　　野 学　　位

哲学・倫理学専攻
哲学分野

博士（哲学）
倫理学分野

美学美術史学専攻 美学美術史学分野 博士（美学）

史学専攻

日本史学分野

博士（史学）
東洋史学分野

西洋史学分野

民族学考古学分野

国文学専攻

博士（文学）

中国文学専攻

英米文学専攻

独文学専攻

仏文学専攻

図書館・情報学専攻 図書館・情報学分野 博士（図書館・情報学）
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4 学位請求論文の提出について
（1）修士論文提出と修士学位の授与

修士の学位は、大学院前期博士課程を修了した者に与えられる。（学位規程第 3条）

第 3条の規定に基づき修士学位を申請する者は、各研究所の定めるところにより学位論文を指導教授を通じて当

該研究科委員会に提出するものとする。（同第 7条①）

修士論文提出に関しての手順は次の①～③のとおりです。

提出方法等の詳細については、塾生サイト「修士論文」ページより随時案内します。

https://www.students.keio.ac.jp/mt/gsl/procedure/thesis/master.html

①　修士論文題目提出
　　�提出期間：2026年11月24日（火）～ 12月 1 日（火）
　　提出方法：オンライン提出

　　注意事項：（1）�修士論文を提出するためには、当該年度秋学期に在籍している必要があります。休学中や留学

中の場合は提出できません。

　　　　　　　（2）�詳細については事前に塾生サイトにて指示します。複数の教員から指導を受けている場合など

で、万一自身の「指導教員」が不確かな場合は、学生部文学研究科担当にあらかじめ問い合わ

せてください。

　　　　　　　（3）�修士論文を提出できる要件が整っているものの当該年度に修士論文を提出する意思がない場

合も、この期間に届出が必要です（休学・留学中の場合、提出は不要）。

　　　　　　　（4）論文題目を提出した後は、原則として題目（副題目も含む）は変更できません。

　　　　　　　　　�また、論文題目を提出した後に論文提出を辞退する場合は、必ず文書（様式任意・指導教員承

認要）にて学生部文学研究科担当に届け出てください。

②　�修士論文提出
　　�提出期日：2027年 1 月22日（金）10:00 ～ 1 月29日（金）13:00
　　提出方法：�詳細については、事前に塾生サイトにてお知らせします。なお、論文題目については上記①で提出

した題目（副題目も含む）と同じものとします。

③　修士論文面接
　　日　　時：2027年 2 月23日（火・祝）10:00 ～
　　　　　　　提出された論文をもとに面接が行われます。詳細は、事前に塾生サイトにてお知らせします。

　　　　　　　※�なお、美学美術史学専攻アート・マネジメント分野の学生および図書館・情報学専攻情報資源

管理分野の学生については、2月19日（金）18 :30 ～の日程枠もありますので、指導教員の指示

に従ってください。

（2）三田メディアセンターからの学位論文利用許諾協力依頼（修士のみ）
三田メディアセンター（図書館）では提出された学位論文を利用に供するために収集しています。利用者への�

提供にあたり、以下の点について予め執筆者（＝著作権者）の許諾をいただいています。

・電子媒体の印刷提供

学位論文を提出する際に「学位論文利用許諾書（修士）」を記入のうえ、一緒に提出してください。
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（3）博士論文提出と博士学位の授与
博士論文を提出する場合、まずは学生部文学研究科担当に問い合わせて提出要領を入手し、手続方法について確

認してください。申請には、学位請求論文及び学位申請書を含む所定の書類とデータの提出が必要となります。

また、博士論文については、学位規則が改正され、2013年 4 月 1 日より博士論文の本文、要旨、審査要旨はインター

ネットでの公開が義務づけられました。詳細については、学生部文学研究科担当までお問合せください。

なお、博士論文の審査については、「博士の学位論文の審査並びにこれに関連する試験および学識の確認等は、論

文受理後 1年以内に終了するものとする」（学位規程第 10 条②）と規定されています。

①　課程による博士学位の授与（「課程博士」）
　　博士の学位は、大学院博士課程を修了した者に与えられる。（学位規程第 4条）

　　�第 4 条の規定に基づき博士学位を申請する者は、学位申請書に各研究科の定めるところにより学位論文およ

び所定の書類を添え、指導教授を通じて当該研究科委員会に提出するものとする。（同第 7条②）

　　�課程博士の学位申請者は、学位論文提出に先立ち、各専攻各分野における課程博士論文執筆資格審査に合格

しておかなければなりません。

　　2026年度　課程博士論文提出期限：2027年 2 月15日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 2月15日（月）以前の提出は随時受け付けます。）
②　論文による博士学位の授与（「論文博士」）
　　�博士の学位は、研究科委員会の承認を得て学位論文を提出して論文の審査に合格し、かつ大学院後期博士課

程の修了者と同等以上の学識があることを確認（以下「学識の確認」という）された者に与えられる。（学位規

程第 5条）

　　�第 5 条の規定に基づき博士学位を申請する者は、学位申請書に各研究科の定めるところにより学位論文およ

び所定の書類を添え、その申請する学位の種類を指定して、学長に提出しなければならない。（同第 8条）

　　�論文博士の学位申請者は、学位論文提出に先立ち、各専攻各分野における論文博士論文執筆資格審査に合格

しておかなければなりません。
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5 単位取得退学および在学期間延長（後期博士課程のみ）
（1）単位取得退学

大学院後期博士課程修了に必要な単位を取得し、規定の在学年数（ 3年（ 6学期））を満たした場合、単位取得退学�
者として教育課程を終了することができます。上記の条件に該当し、単位取得退学を希望する場合は、K-Support
の「申請」機能から、下記の期日までに申請してください。なお、在学年数が最長年限（ 6年（12 学期））に達する
場合は、必ず「単位取得退学届」を提出する必要があります。
＜単位取得退学後のメディアセンターの利用＞
退学手続き後、3年以内に博士論文を提出する予定がある方には希望に応じて「塾員貸出券」（有料）を発行します。
有効期限・料金：申込日より 6か月（6,000 円）または 1年（12,000 円）。最終有効期限は退学後 3年。
サービス範囲：�三田メディアセンターおよび日吉（協生館図書室を除く）・理工学・湘南藤沢・薬学の図書の�

貸出（大学院生と同等の貸出期間）。
　　　　　　　　※薬学メディアセンターの資料は、他のキャンパスに取り寄せてご利用ください。
　　　　　　　　※データベース利用、文献複写申込み、学外資料の取寄せ、紹介状発行は不可。
　　　　　　　　※�一部の電子ジャーナルは有料で利用することができます。利用可能なタイトルはレファレンス

担当にお問い合わせください。
　　　　　　　　※�開館スケジュール、サービス変更やお知らせ等は、慶應義塾大学メディアセン

ター（図書館）のWeb ページ（https://www.lib.keio.ac.jp）を確認してください。

手　　続　　き：「塾員貸出券申込書」（三田メディアセンター 1階メインカウンターで配布）を記入し提出。
　　　　　　　　※申込書には指導教授のサインと捺印が必要

（2）在学期間延長
3 年間（ 6学期間）の在学中に後期博士課程修了に必要な単位を取得した者で、博士論文作成にまだ時間を要する
場合、1年または 1学期を単位として在学最長年限（ 6年（12学期））を越えない範囲で在学期間の延長を申請する
ことができます。その場合は、K-Support の「申請」機能から、下記の期日までに申請してください。
なお、在学期間延長中の休学・留学は、在学年数に加算されますので、注意してください。また、在学期間延長中
に休学・留学する場合でも、「在学期間延長許可願」の提出は必要です。
以上の取扱いについては巻末諸規程抜粋を併せて参照してください。

関連規程　1－ 1　学位規程（抜粋）
	 　 1 － 2　学位の授与に関する内規
	 　 3 － 1　大学院在学期間延長者取扱内規
	 　 3 － 2　�大学院在学期間延長者並びに年度途中の修了者に対する在学料その他の

学費に関する取扱内規

単位取得退学 在学期間延長

提出書類 所定の「単位取得退学届」 所定の「在学期間延長許可願」

提出期限

＜春学期末での単位取得退学を希望する者＞
2026年 7 月31日（金）16：45

＜秋学期末での単位取得退学を希望する者＞
2027年 1 月29日（金）16：45

＜当年度春学期末に在学期間が終了する者＞
2026年 7 月31日（金）16：45

＜当年度秋学期末に在学期間が終了する者＞
2027年 1 月29日（金）16：45

提出場所 K-Support の「申請」機能

注意事項
申請時には、下記塾生サイトおよびK-Support の「申請」欄を必ず確認してください。
https://www.students.keio.ac.jp/mt/gsl/procedure/status/form2.html

https://www.lib.keio.ac.jp
https://www.students.keio.ac.jp/mt/gsl/procedure/status/form2.html


- 39 -

6 他大学大学院との相互科目履修
修士課程在学中に、8単位（注）を上限として早稲田大学大学院文学研究科・学習院大学大学院人文科学研究科・早稲田

大学大学院教育学研究科の設置科目を履修することができます。また哲学・倫理学専攻の修士課程では、上記の相互

履修科目と合わせて 8単位（注）までの範囲で上智大学大学院哲学研究科の設置科目を履修することができます。

また、この科目は課程修了に必要な単位とすることができます。

巻末の「他大学大学院との相互科目履修に関する協定」を参照してください。

（注）「留学に伴う単位認定」も行う場合は、両方をあわせて 10 単位が上限となります。

＜他大学大学院との交流手続の方法＞
詳細は、別途Web 等にて案内します。

手続きに変更が生じる可能性がありますので、相互履修希望者は必ず確認してください。

1．�所定の手続期間内（注）に、Web 上で、慶應義塾大学学生部文学研究科担当に相手校で履修する科目を申請する。

　　（注）秋学期科目を履修する場合でも、春学期に手続を行う必要があるので、注意してください。
2 ．�指導教員の承認と相手先大学院の授業担当教員の承認を得たうえで、所定期間内に相手校が指定する方法で履修

の申請をする（申請期限・方法は相手先大学院の案内を参照してください）。

　　なお、大学によっては、上記 1の慶應義塾の手続期間より前に申請が必要な場合があるため注意してください。

＜注意事項＞
・�相手校の科目を履修する場合は、必ず予め指導教員の承認をうけてください。これは履修決定以前の聴講の場合

でも同様です。

・�本学もしくは相手校のいずれか一方に申請を行った後に、万一履修をとりやめる場合は、速やかに講義担当者、相手

校事務室および指導教員、三田学生部文学研究科担当に連絡してください。本制度は他大学院との協定に基づき

運営しておりますので、無断で履修をとりやめる等の行為は厳に慎んでください。なお、履修をとりやめる場合

も履修申告の削除はできません。

・�履修登録は学生部で行います。Web 履修画面での操作の必要はありません。

・�秋学期科目を履修する場合でも、春学期に手続を行う必要があるので注意してください。

・�必ず上記手続の 1と 2の両方を行ってください。一方のみでは履修できません。



- 40 -

7 文学研究科・経済学研究科・商学研究科とのデュアル・ディグリーについて（修士課程）

（1）概　要
① �文学研究科の他に、経済学研究科、商学研究科の専門に関心をもつ修士課程学生を対象に、デュアル・ディグ

リーを設けています。

② �デュアル・ディグリーとは、ある分野で学位を授与された後に、別の研究科で教育を受け学位を授与されると

いうように、一定期間において複数学位を取得できる履修形態を指します。

③ �文学研究科を最初の修士学位を取得する研究科（以下、第 1研究科）とする者については、文学研究科で 2年、

二つ目の修士学位を取得する研究科（以下、第 2研究科）で 1年の、合計 3年間で、計 2つの修士学位を取得す

ることができるようになります。

④ �文学研究科を第 2研究科とする者については、合計 2つの修士学位を 2年間ないし 3年間で取得することがで

きるようになります。

※ �通常は第 1研究科で 2年、第 2研究科で 1年の合計 3年間で 2つの修士学位を取得することになります。2

年間で 2つの修士学位を取得できるのは、第 1研究科を「1年間修士修了制度」（デュアル・ディグリーとは

別の制度）を利用して修了した場合です（文学研究科には、「1年間修士修了制度」はありません）。

（2）制　度
①単位認定

a.�文学研究科修了のためには、修士課程に 2年以上在籍し、32単位以上の授業科目を修得し、研究上必要な指

導を受けたうえで、修士論文の審査および最終試験に合格しなくてはなりません。

b.�第 1 研究科在籍中に自由科目として取得しておいた第 2研究科設置科目の単位について、第 2研究科におい

て最大12単位まで認定を受けることができます。

c.�第 1 研究科において履修・合格した第 1研究科設置科目の単位についても、最大 10 単位まで、第 2研究科を

修了するための単位として認定を受けることができます。

②修了要件

a.�第 2 研究科では、上記の単位認定を受けたうえで、その研究科の修了要件にのっとって単位を取得しなけれ

ばなりません。

b.�第 2 研究科修了のために提出する修士論文は、第 1研究科へ提出したものと関連はあってもよいですが、別

論文でなければなりません。

③第 2研究科への入学

a.�第 1 研究科修了見込み年の年度末に、デュアル・ディグリー取得希望者向けの入学試験を受ける必要があり

ます。

b.�デュアル・ディグリーの入学試験科目は、一般入学試験とは別で面接試験のみによって行われます。

c.�第 2 研究科への出願にあたり、第 1研究科修了のために提出した修士論文を提出する必要があります。

d.�第 1 研究科を修了後、一定の期間を空けた後にこの入試に出願することはできません。

その他詳細は、学生部文学研究科担当に問い合わせてください。
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8 大学院共通科目

大学院共通科目は、全研究科共通の授業科目で、研究を進めるために必要な知見を培えるよう、また、自身の専門性を

活かしつつ、あらゆる分野の知見を融合させ、新たな「総合知」を創出し活用できるよう開講される科目です。文系や

理系などの学問領域の垣根を超えて学習し、皆さんの研究や進路等がより充実したものとなることを期待しています。

現在扱っている領域は以下のとおりです。設置科目等に関する詳細は、K-Support 上のお知らせや、シラバスを確認

してください。なお、履修希望者多数となった科目については、履修者選抜を行う可能性があります。履修者選抜が

実施される場合、原則として、それまでに当該科目を履修したことのない方が優先される予定です。

（1）リサーチスキル
研究を進める上で求められる知識やスキルについて学びます。

（2）データサイエンス・AI
データサイエンス・AI の技術がどのように社会で使われているかを学んだり、実際に活用するための演習などを

行います。演習を行う科目は、データサイエンスの経験がない学生向けに初歩的なプログラミングを扱います。

（3）環境サステナビリティ
環境問題に対し、様々な領域の知見を融合させて解決策を考えます。

（4）ジョブ型研究インターンシップ【後期博士課程対象】
本学は、文部科学省が推進する「ジョブ型研究インターンシップ」の取り組みに参加しています。「ジョブ型研究

インターンシップ」は、後期博士課程学生を対象とし、長期間にわたり企業等における研究インターンシップを

通して、キャリアパスの拡大や、国際競争に耐え得る研究力に裏打ちされた実践力を身につけることなどを目的

とした取り組みです。

履修や単位の扱いは、P. 33 を参照してください。
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慶應義塾大学大学院文学研究科修士課程および学習院大学大学

院人文科学研究科博士前期課程における相互科目履修に関する

協定書

昭和48年12月 1 日締結

平成14年11月 1 日改正

記

第 1 条　両研究科の学生は、昭和49年 4 月より、相互に相手側

研究科設置科目を修士課程または博士前期課程在学中に計 8

単位を限度として履修することができる。

第 2 条　第 1 条に該当する学生は大学院交流学生と称する。

第 3 条　第 1 条に規定する履修科目については、受入側研究科

はその学則にもとづいて成績を評価し、単位を認定して相手

側研究科に通知する。相手側研究科は修士課程または博士前

期課程の単位としてこれを認めるものとする。

第 4 条　相手側研究科の設置科目を履修する学生は自己の属す

る研究科指導教員の承認をうけ、かつ相手側研究科の担当教

員の許可をうけなければならない。ただし、担当教員は学生

数その他の都合からこれを許可しないことがある。

第 5 条　本制度の運用について協議の必要を生じた時は、直ち

に両研究科間で協議し、常に円滑な運用と将来の発展に努力

するものとする。

第 6 条　本制度は昭和47年度および48年度を試行期間として、

昭和47年 4 月より実施してきたものであるが、昭和49年 4 月

より正規に発足させるものである。

第 7 条　本制度に関する内規は別に定める。

　　　附　則

　この協定は昭和48年12月 1 日から施行する。

　　　附　則（平成14年11月 1 日）

　この協定は平成15年 4 月 1 日から施行する。

以　上

慶應義塾大学大学院文学研究科および早稲田大学大学院文学研

究科の修士課程における相互科目履修に関する協定書

昭和48年12月 1 日締結

平成14年11月 1 日改正

記

第 1 条　両研究科の学生は、昭和49年 4 月より、相互に相手側

研究科設置科目を修士課程在学中に計 8 単位を限度として履

修することができる。

第 2 条　第 1 条に該当する学生は大学院交流学生と称する。

第 3 条　第 1 条に規定する履修科目については、受入側研究科

はその学則にもとづいて成績を評価し、単位を認定して相手

側研究科に通知する。相手側研究科は修士課程の単位として

これを認めるものとする。

第 4 条　相手側研究科の設置科目を履修する学生は自己の属す

る研究科指導教員の承認をうけ、かつ相手側研究科の担当教

員の許可をうけなければならない。ただし、担当教員は学生

数その他の都合からこれを許可しないことがある。

第 5 条　本制度の運用について協議の必要を生じた時は、直ち

に両研究科間で協議し、常に円滑な運用と将来の発展に努力

するものとする。

第 6条　本制度は昭和 47年度および 48年度を試行期間として、

昭和47年 4 月より実施してきたものであるが、昭和49年 4 月

より正規に発足させるものである。

第 7 条　本制度に関する内規は別に定める。

　　　附　則

　この協定は昭和48年12月 1 日から施行する。

　　　附　則（平成14年11月 1 日）

　この協定は平成15年 4 月 1 日から施行する。

以　上

（単位互換協定）

慶應義塾大学大学院文学研究科と早稲田大学大学院教育学研究

科の学生交流に関する協定書

　慶應義塾大学大学院文学研究科と早稲田大学大学院教育学研

究科は、教育の一層の充実を目指して、両大学大学院研究科の

学生が受入大学大学院研究科の授業科目を履修することについ

て協定を締結する。

（受　入）

第 1 条　両大学大学院研究科は、受入大学大学院研究科の授業

科目の履修および単位の修得を希望する学生を、相互に受け

入れることができる。

　 2 　学生を受け入れるための手続は、別に定める。

（受入学生の身分）

第 2 条　両大学大学院研究科は、前条によって受け入れる学生

を交流学生と称する。

（学生数）

第 3 条　当該年度の交流学生数は、原則として両大学大学院研

究科双方同数とする。

（履修期間）

第 4 条　交流学生の履修期間は、当該学生の履修科目の設置期

間とする。

（履修科目の範囲および単位数）

第 5 条　交流学生が履修できる授業科目および単位数は、別に

定める。

（履修方法・単位の授与・成績評価等）

第 6 条　交流学生の履修方法、単位の授与および成績評価等に

ついては、受入大学の大学院研究科の定めるところによる。

　 2 　交流学生が修得した単位の認定に関わる事項は、当該学

生の所属する大学の大学院研究科が定めるところによる。

（学費等）

第 7 条　交流学生の学費等は、相互に徴収しないものとする。

（覚　書）

第 8 条　本協定書の実施に必要な事項について定めるために、

覚書を締結する。

他大学大学院との相互科目履修に関する協定
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（その他）

第 9 条　本協定書は、双方の署名によって発効し、2003年 4 月

1 日より実施する。ただし、発効日より 3 年を経過した後に

見直しを行う。

2002年12月 1 日

慶應義塾大学大学院文学研究科と早稲田大学大学院教育学研究

科の学生交流に関する覚書

　慶應義塾大学大学院文学研究科と早稲田大学大学院教育学研

究科は、「慶應義塾大学大学院文学研究科と早稲田大学大学院

教育学研究科の学生交流に関する協定書」（2002年12月 1 日付）

に基づき本覚書を締結する。

1. 　対象者

　両大学大学院研究科に在学する修士課程正規学生を対象と

する。

2. 　申請および承認手続

　交流学生として科目の履修を希望する学生は、所定の申請

手続をとり、所属大学大学院研究科の指導教員の承認を受け、

受入大学の大学院研究科の履修希望科目担当教員の許可を得

るものとする。

3. 　履修可能科目および単位数

⑴　交流学生が履修できる授業科目は、学生を受け入れる大

学の大学院研究科が定め、それぞれ相手大学の大学院研究

科へ通知する。

⑵　交流学生が履修できる単位数の上限は、在学中 8 単位と

する。

4. 　施設利用の便宜

　交流学生が履修上必要な施設・設備の利用については、便

宜を供与する。

5. 　学費等

　協定第 7 条の学費の内訳は、授業料・施設費・演習料・実

験実習費等とする。

6. 　その他

　本覚書に定めるもののほか、本協定の実施に関し必要な事

項は、両大学大学院研究科の協議によって定める。

2002年12月 1 日

慶應義塾大学大学院文学研究科※哲学専攻（哲学・倫理学分野）

および上智大学大学院哲学研究科における大学院特別聴講生制

度に関する協定

※平成13年度新入生より哲学専攻が哲学・倫理学専攻に改組さ

れました。

1. 　慶應義塾大学大学院文学研究科※哲学専攻（哲学・倫理学

分野）および上智大学大学院哲学研究科に在籍する学生が、

研究上の必要により相手側研究科設置の授業科目の履修を希

望する場合、所属研究科の定める範囲内で履修することがで

きる。

2. 　第 1 項に該当する学生は大学院特別聴講生と称する。

3. 　定められた手続きを経て、相手側研究科生の履修申込みを

受けたときは、当該研究科は正規の授業に支障のないかぎり、

履修を許可する。

4. 　履修が許可された科目については、受入側研究科は相手側

研究科の学則に基づいて、成績を評価し、単位を認定して相

手側研究科に通知する。相手側研究科は修士課程の単位とし

てこれを認めるものとする。但し、後期博士課程の学生につ

いては、聴講のみとし、単位・成績の認定は行わないことと

する。

5. 　本制度に関する諸手続は別に定める。

6. 　本制度に関する内規は別に定める。

7. 　本制度の実施に関する変更は両研究科間の協議により行う

ものとする。

　　　附　則

　本制度は1995年 4 月 1 日より施行する。

大学院特別聴講生制度に関する諸手続について

1. 　大学院特別聴講生届（所属大学の学事担当部署にあり）に

必要事項を記入して、指導教員の承認をうける。次に相手校

に赴き、講義担当者の当該授業に出席して承認を受けた後、

相手校学事担当部署へ提出すること。

2. 　履修が許可された場合、指定の期間内に各学事担当部署窓

口にて特別聴講生届用紙本人控と引換えに特別聴講生証を交

付する。

3.　相手校の授業科目の履修を希望する場合は、履修決定以前

の聴講の段階でも必ず講義担当者の許可を得ること。

4. 　万一 , 履修を途中でやめるようなときは , 速やかに講義担

当者 , 相手校学事担当部署および所属大学の学事担当部署に

連絡すること。

5. 　相手校の授業に関する連絡事項は , 所属大学に掲示するの

で充分注意すること。
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関　係　規　程　抜　粋

　文学研究科在籍者に特に関わりの深い規程について抜粋してありますので、履修要項と合わせて参照 

してください。なお、大学院学則については、慶應義塾大学大学院学則を参照してください。

〈 1 　学　　位〉

　　1 － 1　学位規程（抜粋）

　　1 － 2　学位の授与に関する内規

〈 2 　授業料減免〉

　　2 － 1　留学する学生の学費の取り扱いに関する規程

　　2 － 2　休学期間中の学費の取り扱いに関する規程

〈 3 　そ の 他〉

　　3 － 1　大学院在学期間延長者取扱内規

　　3 － 2　 慶應義塾大学大学院在学期間延長者ならびに年度途中の修了者に対する在学料

　　　　　 その他の学費に関する取扱内規
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1 学　　位

1－ 1　学位規程（抜粋）

昭和31年 2 月17日制定

2025年12月16日改正

（目的）

第 1条　本規程は、慶應義塾大学学部学則（大正 9 年 5 月 5 日

制定）および慶應義塾大学大学院学則（大正 9 年 5 月 5 日制

定）に規定するもののほか、慶應義塾大学が授与する学位に

ついて必要な事項を定めることを目的とする。

（学位）

第 2条 ① 本大学において授与する学位は次のとおりとする。

　 1 　学　　士

　　文 学 部

人文社会学科

哲学専攻 学士（哲学）

倫理学専攻 学士（哲学）

美学美術史学専攻 学士（美学）

日本史学専攻 学士（史学）

東洋史学専攻 学士（史学）

西洋史学専攻 学士（史学）

民族学考古学専攻 学士（史学）

国文学専攻 学士（文学）

中国文学専攻 学士（文学）

英米文学専攻 学士（文学）

独文学専攻 学士（文学）

仏文学専攻 学士（文学）

図書館・情報学専攻 学士（図書館・情報学）

社会学専攻 学士（人間関係学）

心理学専攻 学士（人間関係学）

教育学専攻 学士（人間関係学）

人間科学専攻 学士（人間関係学）

経済学部 学士（経済学）

法 学 部 学士（法学）

商 学 部 学士（商学）

医 学 部 学士（医学）

理工学部

機械工学科 学士（工学）

電気情報工学科 学士（工学）

応用化学科 学士（工学）

物理情報工学科 学士（工学）

管理工学科 学士（工学）

数理科学科

数学専攻 学士（理学）

統計学専攻 学士（工学）

物理学科 学士（理学）

化学科 学士（理学）

システムデザイン工学科 学士（工学）

情報工学科 学士（工学）

生命情報学科  学士（理学）または 

学士（工学）

総合政策学部 学士（総合政策学）

環境情報学部 学士（環境情報学）

看護医療学部 学士（看護学）

薬学部

薬学科 学士（薬学）

薬科学科 学士（薬科学）

　 2 　修　　士

　　文学研究科

哲学・倫理学専攻 修士（哲学）

美学美術史学専攻  修士（美学）または 

修士（アート・マネジメント）

史学専攻 修士（史学）

国文学専攻  修士（文学）または 

修士（日本語教育学）

中国文学専攻 修士（文学）

英米文学専攻 修士（文学）

独文学専攻 修士（文学）

仏文学専攻 修士（文学）

図書館・情報学専攻 修士（図書館・情報学）

経済学研究科 修士（経済学）

法学研究科  修士（法学）、修士（公共政策）

または修士（ジャーナリズム）

社会学研究科

社会学専攻 修士（社会学）

心理学専攻 修士（心理学）

教育学専攻 修士（教育学）

商学研究科 修士（商学）

医学研究科

医科学専攻 修士（医科学）

理工学研究科

先端数物科学専攻  修士（理学）または 

修士（工学）

化学・生命情報科学専攻  修士（理学）または 

修士（工学）

総合デザイン工学専攻  修士（理学）または 

修士（工学）

人間・社会システム 修士（工学）

情報科学専攻

経営管理研究科 修士（経営学）

政策・メディア研究科

政策・メディア専攻 修士（政策・メディア）

健康マネジメント研究科

看護学専攻 修士（看護学）

公衆衛生・スポーツ 修士（公衆衛生学）、修士（医

療マネジメント学）または修

士（スポーツマネジメント学）

健康科学専攻 

システムデザイン・

　　　マネジメント研究科

システムデザイン・ 修士（システムエンジニアリ

ング学）または修士（システ

ムデザイン・マネジメント学）

マネジメント専攻 

メディアデザイン研究科

メディアデザイン専攻 修士（メディアデザイン学）

薬学研究科

薬科学専攻 修士（薬科学）

　 3 　博　　士

文学研究科

哲学・倫理学専攻 博士（哲学）

美学美術史学専攻 博士（美学）

史学専攻 博士（史学）

国文学専攻 博士（文学）

中国文学専攻 博士（文学）

英米文学専攻 博士（文学）

独文学専攻 博士（文学）

仏文学専攻 博士（文学）

図書館・情報学専攻 博士（図書館・情報学）
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経済学研究科 博士（経済学）

法学研究科 博士（法学）

社会学研究科

社会学専攻 博士（社会学）

心理学専攻 博士（心理学）

教育学専攻 博士（教育学）

商学研究科 博士（商学）

医学研究科 博士（医学）

理工学研究科

先端数物科学専攻  博士（理学）または 

博士（工学）

化学・生命情報科学専攻  博士（理学）または 

博士（工学）

総合デザイン工学専攻  博士（理学）または 

博士（工学）

人間・社会システム 博士（工学）

情報科学専攻

経営管理研究科 博士（経営学）

政策・メディア研究科

政策・メディア専攻 博士（政策・メディア）

健康マネジメント研究科

看護学専攻 博士（看護学）

公衆衛生・スポーツ 博士（公衆衛生学）、博士（医

療マネジメント学）または博

士（スポーツマネジメント学）

健康科学専攻 

システムデザイン・

　　　マネジメント研究科

システムデザイン・ 博士（システムエンジニアリ

ング学）または博士（システ

ムデザイン・マネジメント学）

マネジメント専攻

メディアデザイン研究科

メディアデザイン専攻 博士（メディアデザイン学）

薬学研究科

薬科学専攻 博士（薬科学）

薬学専攻 博士（薬学）

　 4 　専門職学位

法務研究科

法曹養成専攻 法務博士（専門職）

グローバル法務専攻 グローバル法務修士（専門職）

②　前項第 3 号に定めるほか博士（学術）の学位を授与するこ

とができる。

（学士学位の授与要件）

第 2条の 2　学士の学位は、大学を卒業した者に与えられる。

（修士学位の授与要件）

第 3条　修士の学位は、大学院前期博士課程を修了した者に与

えられる。

（課程による博士学位の授与要件）

第 4条　博士の学位は、大学院博士課程を修了した者に与えら

れる。

（論文による博士学位の授与要件）

第 5条　博士の学位は、研究科委員会の承認を得て学位論文を

提出して論文の審査に合格し、かつ大学院博士課程の修了者

と同等以上の学識があることを確認（以下「学識の確認」と

いう。）された者に与えられる。

（専門職学位の授与要件）

第 5条の 2　専門職学位は、専門職大学院の課程を修了した者

に与えられる。

（学識の確認の特例）

第 6条　①　大学院博士課程における教育課程を終え、学位論

文を提出しないで退学した者のうち、退学の日から起算して

研究科委員会が定める年限以内に論文による博士学位を申請

した者については、研究科委員会が適当と認めた場合、学識

の確認の一部もしくはすべてを行わないことができる。

②　学位論文以外の業績および経歴の審査によって、研究科委

員会が学識の確認の一部もしくはすべてを行う必要がないと 

認めた場合には、当該審査をもって学識の確認の一部もしく

はすべてに代えることができる。

（課程による学位の申請）

第 7条　①　第 3 条の規定に基づき修士学位を申請する者は、

各研究科の定めるところにより学位論文を指導教授を通じ

て当該研究科委員会に提出するものとする。

②　第 4 条の規定に基づき博士学位を申請する者は、学位申請

書に各研究科の定めるところにより学位論文および所定の

書類を添え、指導教授を通じて当該研究科委員会に提出する

ものとする。

（論文による学位の申請）

第 8条　第 5 条の規定に基づき博士学位を申請する者は、学位

申請書に各研究科の定めるところにより学位論文および所

定の書類を添え、その申請する学位の種類を指定して、学長

に提出しなければならない。

（審査料）

第 9条　第 5 条の規定に基づき博士学位を申請する者に対する

審査料は、次のとおりとする。

1 　本大学大学院博士課程の教育課程を終え学位論文を提出 

しないで退学した者 50,000 円

2 　本大学学士、修士または専門職の学位を与えられた者で

前号の定め以外の者 70,000 円

3 　前 2 号のいずれにも該当しない者 100,000 円

4 　本塾専任教職員である者 20,000 円

（医学研究科については 40,000 円）

（審査ならびに期間）

第10条　①　修士および博士の学位論文の審査ならびにこれに

関連する試験等の合否は、当該研究科委員会が判定する。

②　博士の学位論文の審査ならびにこれに関連する試験および

学識の確認等は、論文受理後1年以内に終了するものとする。

（審査委員会）

第11条　研究科委員会は、学位論文の審査ならびにこれに関連

する試験等を行うために、関係指導教授および関連科目担当

教授等 2 名以上からなる審査委員会（主査および副査）を設

置しこれに当たらせる。

（審査結果の報告・判定方法）

第12条　①　審査委員会は、論文審査の要旨ならびに試験の成

績等を記録して研究科委員会に報告し、かつ、その意見を開

陳する。

②　研究科委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席により成立し、

その 3 分の 2 以上の賛同をもって学位論文の審査ならびに試

験の合否を決定する。

③　前項の議決は、無記名投票をもって行う。

（学位授与）

第13条　①　修士または博士の学位は、研究科委員会において

学位論文の審査ならびに試験に合格した者に対し、学長が当

該研究科委員会の報告に基づき授与する。

②　専門職学位は、当該研究科の修了要件を満たした者に対し、

学長が当該研究科委員会の報告に基づき授与する。
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（学位論文要旨の公表）

第14条　本大学は博士の学位を授与したとき、当該博士の学位

を授与した日から 3 月以内にその論文の内容の要旨および論

文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。

（学位論文の公表）

第15条　①　博士の学位を授与された者は、当該博士の学位の

授与を受けた日から 1 年以内に当該博士の学位の授与に係る

論文の全文を公表し「慶應義塾大学審査学位論文」と明記す

るものとする。ただし、当該博士の学位の授与を受ける前に

すでに公表したときはこの限りではない。

②　前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、

やむを得ない事由がある場合には、当該研究科委員会が適当

と認めた場合、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代

えてその内容を要約したものを公表することができる。この

場合において、本大学は、その論文の全文を求めに応じて閲

覧に供するものとする。

③　博士の学位を授与された者が行う前 2 項の規定による公表

は、本大学の協力を得て、インターネットの利用により行う

ものとする。

（学位の表示）

第16条　学位の授与を受けた者が学位の名称を用いるときは、

学位の後にこれを授与した本大学名を「（慶應義塾大学）」と

付記するものとする。

（学位の取消）

第17条　不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明した

とき、または学位を得た者がその名誉を汚辱する行為があっ

たときは、当該研究科委員会および大学院委員会の議を経て

その学位を取消すものとする。

（学位記および書類）

第18条　学位記および学位授与申請関係書類の様式は、別表 1

から別表 6 までのとおりとする。

（規程の改廃）

第19条　この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行

う。ただし、第 2 条第 1 項第 1 号および第 2 条の 2 について

は大学評議会の議を経てこれを行う。

　　　附　則（2025年12月16日）

①　この規程は、2026年 4 月 1 日から施行する。

②　2025年度以前に本大学大学院文学研究科修士課程に入学

した者については、この規程の施行にかかわらず、2027年 

3 月末日まではこの規程を適用せず従前の例による。

③　2025年度以前に本大学大学院理工学研究科修士課程に入学

した者については、この規程の施行にかかわらず、2027年 

3 月末日まではこの規程を適用せず従前の例による。

④　2025年度以前に本大学大学院理工学研究科後期博士課程に 

入学した者については、この規程の施行にかかわらず、2028

年 3 月末日まではこの規程を適用せず従前の例による。

1 － 2　学位の授与に関する内規

昭和59年 3 月16日制定

2021年12月21日改正

第 1条　慶應義塾大学学位規程第13条（学位授与）に関する取

り扱いは、この内規の定めるところによる。

第 2 条　論文博士の学位授与および博士課程単位取得退学者

で、再入学しない者に対する課程博士の学位授与に関して

は、次のとおり行うものとする。

1 　学位授与日は、研究科委員会の議決日とする。

2  　研究科委員会が学位論文審査合格を議決した日以降、

「学位取得証明書」を発行できるものとする。

3 　学位の授与手続きは、次のとおりとする。

　ア 　研究科委員会の合否判定議決に基づき、研究科委員長

はその結果を速やかに学長に報告する。

　イ 　学長は、研究科委員長の報告に基づき合格者に学位を

授与する。

4 　学位記は、学位授与式において授与する。

第 3条　①　修士の学位授与、博士課程に在学している者に対

する課程博士の学位授与および専門職学位授与に関しては、

第 2 条第 3 号と同様の手続きを経て、当該年度末（ 3 月10日）

をもって（経営管理研究科修士課程においては当該年度末

（ 3 月23日）をもって）学位を授与する。

②　前項の規定にかかわらず、修士課程においてあらかじめ研

究科委員会の承認を得て、学位論文を提出締切期日までに提

出せず次学期も引き続き在学している者が、研究科委員会の

特に認めた期日までに学位論文を提出し課程修了を認定さ

れた場合には、春学期末（ 9 月 5 日）をもって学位を授与す

ることができる。

③　第 1 項の規定にかかわらず、後期博士課程（医学研究科お

よび薬学研究科薬学専攻にあっては博士課程）に在学する者

で、大学院学則第 109 条第 3 項のただし書（医学研究科およ

び薬学研究科薬学専攻については同条第 4 項のただし書）の

適用を受け、春学期末（ 9 月 5 日）をもって課程修了を認定

された場合には、当該春学期末（ 9 月 5 日）をもって学位を

授与することができる。

④　前項の規定にかかわらず、後期博士課程（医学研究科および

薬学研究科薬学専攻にあっては博士課程）に在学する者で、

大学院学則第 109 条第 3 項のただし書（医学研究科および薬

学研究科薬学専攻については同条第 4 項のただし書）の適用

を受け、在学する年度途中において特に課程修了を認定され

た場合には、認定された日をもって学位を授与することがで

きる。

⑤　第 1 項の規定にかかわらず、「大学院在学期間延長者取扱

内規」により在学する者が、春学期末（ 9 月 5 日）をもって

課程修了を認定された場合には、当該春学期末（ 9 月 5 日）

をもって学位を授与することができる。

⑥　前項の規定にかかわらず、「大学院在学期間延長者取扱内

規」により在学する者が、在学する年度途中において、特に

課程修了を認定された場合には、認定された日をもって学位

を授与することができる。

⑦　第 1 項の規定にかかわらず、専門職学位課程においてあら

かじめ研究科委員会の承認を得て次学期も引き続き在学し

ている者が、研究科委員会の特に認めた期日までに課程修了

を認定された場合には、春学期末（ 9 月 5 日）をもって学位

を授与することができる。

⑧　研究科委員会の定めにより、秋学期から入学を許可した者

について、第 1 項中「年度末（ 3 月10日）」とあるのは「春学

期末（ 9 月 5 日）」と、第 2 項、第 3 項、第 5 項および第 7 項

中「春学期末（ 9 月 5 日）」とあるのは「年度末（ 3 月10日）」

（経営管理研究科修士課程においては「年度末（ 3 月23日）」）

と読み替えるものとする。

⑨　学位記は、学位授与式において授与する。

第 4条　学長は、学位を授与した者の氏名その他必要事項を取

りまとめて、年 2 回大学院委員会の各委員に報告しなければ

ならない。

第 5条　この内規の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行

う。

　　　附　則（2021年12月21日）

　この内規は、2022年 4 月 1 日から施行する。
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2 　授業料減免

2－ 1　留学する学生の学費の取り扱いに
関する規程

平成元年 5 月23日制定

2020年 6 月 5 日改正

　　　第 1章　総　　則

第 1 条　①　慶應義塾大学学部学則（大正 9 年 5 月 5 日制定）

第 153 条、慶應義塾大学大学院学則（大正 9 年 5 月 5 日制

定）第 124 条および慶應義塾大学大学院法務研究科学則（平

成 15 年 12 月 5 日制定）第 24 条により外国の大学に留学す

る学生の学費に関する取り扱いは、この規程の定めるところ

による。

②　2008 年度以前に学部に入学した者（第 2 学年編入学につ

いては 2009 年度以前、第 3 学年編入学については 2010 年

度以前に入学した者）および 2012 年度以前に大学院に入学

した者が留学（以下、「2008 年度以前の学部留学」および 

「2012 年度以前の大学院留学」という。）する場合の学費に

関する取り扱いは、この規程に別段の定めがある場合を除

き、第 4 章の規定を優先して適用する。

第 2条　①　この規程においては、留学を次の二つに区分する。

1 　交換留学

外国の大学、学部または大学院研究科等との間で締結さ

れた、学生交換を含む国際交流協定に基づく留学を交換留

学とする。

2 　私費留学

前号以外の留学を私費留学とする。

②　この規程に別段の定めがある場合を除き、交換留学におけ

る学費の取り扱いは第 2 章の規定を、私費留学における学費

の取り扱いは第 3 章の規定を優先して適用する。

第 3 条　①　この規程における学費とは、代理徴収費用を除く、

在籍基本料または在籍料、授業料または在学料、施設設備費、

および実験実習費をいう。

②　他の規程による学費の減免または免除（奨学金として支給

するものは除く）と、この規程による学費の減免は同時に適

用することができる。この場合、当該他の規程による減免ま

たは免除を優先して適用し、減額された学費負担額に対しこ

の規程による減免を実施する。

第 4条　①　留学による学費の減免を行う場合は、学期を単位

として取り扱う。

②　減免の対象となる学期とは、学部または研究科が留学を許

可した学期とする。

③　減免の期間は、学部にあっては 4 学期間、大学院にあって

は、第 9 条第 2 項に定める場合を除き、6 学期間を超えない

ものとする。

④　私費留学による減免の期間と学費の相互免除が含まれる

交換留学の減免の期間は、通算して前項を適用する。

第 5条　留学の許可を取り消された場合は、その間に減免した

学費の一部または全額を納入させることがある。

第 6条　この規程の適用に当たり疑義を生じた場合は、その都

度塾長が決定する。

第 7条　この規程の改廃は、大学評議会および大学院委員会の

議を経て塾長が決定する。

　　　第 2章　交換留学

第 8条　学費の相互免除が含まれる交換留学については、減免

の対象とはしない。ただし、交換留学の減免の期間について

は第 4 条第 4 項を適用する。

第 9条　学費の相互免除が含まれない交換留学における学費の

取り扱いは次のとおりとする。

①　当該の協定による交換留学として学部または研究科が許 

可した学期について、その学期の学費の本人負担を減免する。

②　前項の減免の期間は、大学院にあっては 2 学期間を超えな

いものとする。

③　留学の許可を取り消された場合は、その間に減免した学費

の一部または全額を納入させることがある。

④　相手先大学または大学院に支払うべき学費、その他に変動

があった場合は、本条の扱いを見直すものとする。

　　　第 3章　私費留学

第10条　私費留学における学費の取り扱いは、次のとおりとす

る。

留学を許可された学期の属する年度の授業料、施設設備費お

よび実験実習費について、各学期において減免する。ただし、

学部においては、本大学での学習を奨励するため、入学から 1

年間の学費は全額納入させることとし、入学から 2 年目以降の

学期について、留学による減免の対象とする。大学院において

は、この限りではない。

　　　第 4章　 2008 年度以前の学部留学および 2012 年度以前

の大学院留学

第11条　交換留学における学費の取り扱いについては、「第 2

章　交換留学」に定めるとおりとする。

第12条　私費留学における学費の取り扱いは次のとおりとす

る。

留学を許可された学期の属する年度の授業料または在学料、

施設設備費および実験実習費について、各学期において半額を

減免する。ただし、法務研究科においては、各学期の授業料に

ついて全額を減免する。

　　　第 5章　会計手続

第13条　第 9条における学費の会計手続きは次のとおりとする。

①　各学期において学費の全額を減免する。

②　前項にかかわらず、2008 年度以前の学部留学および 2012

年度以前の大学院留学（法務研究科に在籍する者を除く）に

ついては、各学期において授業料または在学料、施設設備費

および実験実習費の半額を減免する。

　　　附　則（2020 年 6 月 5 日）

　この規程は、2020 年 4 月 1 日から施行する。

2 － 2　休学期間中の学費の取り扱いに
関する規程

平成20年11月11日制定

平成28年12月 6 日改正

（目的）

第 1 条　慶應義塾大学学部学則（大正 9 年 5 月 5 日制定）第

152 条により休学を認められた学部学生、慶應義塾大学大学

院学則（大正 9 年 5 月 5 日制定）第 125 条により休学を認め

られた大学院学生および慶應義塾大学大学院法務研究科学
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則（平成 15 年 12 月 5 日制定）第 25 条により休学を認めら

れた大学院法務研究科学生（以下、「休学者」という。）の学

費に関する取り扱いは、この規程の定めるところによる。

（対象）

第 2 条　この規程は、平成 21 年度以降学部に入学した者（第

2 学年編入学については平成 22 年度以降、第 3 学年編入学

については平成 23 年度以降に入学した者）、平成 25 年度以

降大学院に入学した者に適用する。ただし、大学院法務研究

科については、入学年度に拘わらず適用する。

（学費の取り扱い）

第 3条　休学期間中の学費の取り扱いは、次のとおりとする。

1 　大学院学生については、授業料、施設設備費および実験

実習費（以下、あわせて「授業料等」という。）を減免する。

2 　学部学生については、次のとおりとする。

ア　入学から 1 年間を除く休学期間中は「授業料等」を減

免する。

イ　本大学での学習を奨励するため、入学から 1 年間の学

費は全額納入させることとする。

ウ　イの定めに関わらず、次の理由で休学する場合は、審

査の上、入学から 1 年間についても「授業料等」を減免

することができるものとする。

（ア）　母国における兵役義務

（イ）　正課中の事故による傷害

（ウ）　課外活動中の事故による傷害

（エ）　 地震・台風等の大規模な自然災害（激甚災害）の

影響

（申請）

第 4条　前条第 2 号ウの理由により休学する者が減免を申請す

る場合は、所定の申請書および休学許可書に、次に定める書

類を添えて、学生総合センター長に提出しなければならない。

1 　母国における兵役義務

　　徴兵を証明する書類

2 　正課中の事故による傷害

　　診断書および履修科目証明書

3 　課外活動中の事故による傷害

　　 診断書および課外活動であることを証明する書類（学外

行事届、学内集会届、届出書等）

4 　地震・台風等の大規模な自然災害（激甚災害）の影響

　　休学を要することを証明する書類

（審査）

第 5条　第 3 条第 2 号ウの審査は、大学奨学委員会がこれを行

い、塾長が決定する。

（減免の取消し）

第 6条　休学者が虚偽の申請その他不正な方法で減免を受けた

場合には、減免の措置を取り消すとともに、すでに減免を受け

た「授業料等」の全部または一部を納入させることができる。

（規程の改廃）

第 7条　この規程の改廃は、大学奨学委員会ならびに大学院奨

学委員会の議を経て、塾長がこれを決定する。

（所管）

第 8条　この規程の運営事務は、学生部の所管とする。

　　　附　則（平成28年12月 6 日）

　この規程は、平成29年 4 月 1 日から施行する。

3 　その他

3－ 1　大学院在学期間延長者取扱内規

昭和59年 3 月16日制定

平成26年12月 9 日改正

第 1条　本塾大学大学院後期博士課程（医学研究科および薬学

研究科薬学専攻にあっては博士課程）において、当該課程修

了要件のうち学位論文の審査並びに最終試験を除き所定の

教育課程を終えた後、引続き博士学位取得のため在学する者

の取扱いは、この内規の定めるところによる。

第 2条　在学期間延長を希望する者は、指導教授の許可を得て

研究科委員会に「在学期間延長許可願」を提出し、承認を得

なければならない。

第 3条　研究科委員会は、研究継続の必要性等在学を延長する

充分な理由があると認め、かつ教育並びに研究に支障のない

場合、大学院学則第 128 条に定める在学最長年限を超えない

範囲で、引続き 1 年間または次の学期末までの在学を許可で

きるものとする。

第 4条　在学期間延長者が延長期間終了後も引続き在学を希望

するときには、新たに「在学期間延長許可願」を提出し、研

究科委員会の承認を得なければならない。

第 5条　学則定員その他の理由から延長が認められない場合は、

大学院学則第 153 条に定める研究生として受け入れることが

できる。

第 6条　この内規の改廃は、大学院委員会の議を経て学長が行う。

　　　附　則（平成26年12月 9 日）

この内規は、平成27年 4 月 1 日から施行する。

3 － 2　慶應義塾大学大学院在学期間延長者
ならびに年度途中の修了者に対する
在学料その他の学費に関する取扱内規

昭和59年 3 月30日制定

2024年12月24日改正

第 1条　①　本塾大学大学院修士課程および後期博士課程（医

学研究科および薬学研究科薬学専攻にあっては博士課程）に

おいて「学位の授与に関する内規」第 3 条第 2 項、第 3 項ま

たは第 4 項により年度途中の日をもって課程修了する場合

の学費は、その課程修了の日が春学期末日までの者に限り、

次のとおりとする。

1 　在学料（毎年）または授業料（毎年）

　　大学院学則第131条に定める金額の2分の1に相当する額

2 　在籍基本料（毎年）

　　大学院学則第131条に定める金額の2分の1に相当する額

3 　施設設備費（毎年）

　　大学院学則第131条に定める金額の2分の1に相当する額

4 　削除

5 　実験実習費（毎年）

　　大学院学則第131条に定める金額の2分の1に相当する額

②　本塾大学大学院専門職学位課程において「学位の授与に関

する内規」第 3 条第 7 項により年度途中の日をもって課程修

了する場合の学費は、その課程修了の日が春学期末日までの

者に限り、次のとおりとする。
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1 　授業料（毎年）

　　 大学院法務研究科学則第 30 条に定める金額の 2 分の 1

に相当する額

2 　在籍料（毎年）または在籍基本料（毎年）

　　 大学院法務研究科学則第 30 条に定める金額の 2 分の 1

に相当する額

3 　施設設備費（毎年）

　　 大学院法務研究科学則第 30 条に定める金額の 2 分の 1

に相当する額

第 2条　①　本塾大学大学院後期博士課程（医学研究科および

薬学研究科薬学専攻にあっては博士課程）において「大学院

在学期間延長者取扱内規」による在学期間延長者の学費は、

次のとおりとする。

1 　在籍基本料

　　70,000円

2 　論文指導料

　　 文、経済、法、社会、商、政策・メディア、経営管理、シ

ステムデザイン・マネジメント、メディアデザイン研究科

　　110,000円

　　医、理工、健康マネジメント、薬学研究科

　　200,000円

②　在学期間延長者が「学位の授与に関する内規」第 3 条第 5

項または第 6 項により年度途中の日をもって課程修了する

場合の学費は、その課程修了の日が春学期末日までの者に限

り前項に定める金額の 2 分の 1 に相当する額。

第 3条　「大学院在学期間延長者取扱内規」第 5 条による研究

生は、大学院学則第 153 条第 2 項に定める登録料を免除し、

初年度に限り審査料を徴収しない。

第 4条　この内規の改廃は、常任理事会の議を経て、塾長が決

定する。

　　　附　則（2024年12月24日）

第 1条　在籍基本料、論文指導料の額は、スライド制を適用

する。

第 2条　この内規は、2025年 4 月 1 日から施行する。



個人情報の取扱いについて

慶應義塾では個人情報の取扱いに際して「慶應義塾個人情報保護基本方針」および「慶應義塾個人情報保護規程」

を遵守し、適正かつ安全に管理します。

出願、入学手続ならびに入学後にお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は、慶應義塾各部門におきまして、

「慶應義塾大学における学生等の個人情報の取扱い」に記載されている利用目的の範囲において適切に管理・利用いた

します。

・慶應義塾個人情報保護基本方針および保護規程

https://www.keio.ac.jp/ja/privacy-policy/

・慶應義塾大学における学生等の個人情報の取扱い

https://www.keio.ac.jp/ja/assets/download/privacy-policy/index/students-pip.pdf
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